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◎所管事項説明 

 

 

 

（１）「『令和４年版県政レポート』に 

基づく今後の『県政運営』等に 

係る意見」への回答について 
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●
施
策
の
取
組

み
え
元
気
プ
ラ
ン

施
策
番
号
・
施
策
名

主
担
当
部
局
名

＜
参
考
＞

県
政
レ
ポ
ー
ト
の

施
策
番
号
・
施
策
名

委
員
会
意
見

回
答

1
1
－
1
　
道
路
・
港
湾
整

備
の
推
進

県
土
整
備
部

3
5
1
　
道
路
網
・
港
湾
整
備
の

推
進

　
現
在
、
津
駅
・
四
日
市
駅
周
辺
で
行
わ
れ
て
い
る
道
路
空
間

の
再
編
に
よ
る
賑
わ
い
の
創
出
に
つ
い
て
は
、
他
の
駅
に
お
い

て
も
、
基
礎
自
治
体
と
連
携
し
、
そ
れ
ぞ
れ
し
っ
か
り
し
た
方

向
性
を
も
っ
て
事
業
を
実
施
さ
れ
た
い
。

　
現
在
、
津
駅
・
近
鉄
四
日
市
駅
で
取
り
組
ん
で
い
る
状
況
を

み
な
が
ら
、
今
後
ど
の
よ
う
な
将
来
像
を
も
っ
て
展
開
し
て
い

く
の
か
、
地
域
の
特
性
や
実
情
、
市
町
の
意
向
を
ふ
ま
え
進
め

て
い
き
ま
す
。

「
『
令
和
４
年
版
県
政
レ
ポ
ー
ト
』
に
基
づ
く
今
後
の
『
県
政
運
営
』
等
に
係
る
意
見
」
へ
の
回
答

【
防
災
県
土
整
備
企
業
常
任
委
員
会
】
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（２）「『強じんな美し国ビジョンみえ（仮称）』 

及び『みえ元気プラン（仮称）』最終案 

に対する意見」への回答 
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防
災
県
土
整
備
企
業
常
任
委
員
会

施
策
番
号

施
策
名

主
担
当
部
局

委
員
会
意
見

回
　
答

　
現
在
試
行
段
階
の
雨
水
浸
透
桝
に
つ
い
て
は
、
費

用
対
効
果
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
進
め
て
い
っ
て
欲
し

い
。

　
雨
水
浸
透
桝
は
、
費
用
対
効
果
に
つ
い
て
は
定
量
的
に
示
す
こ
と
は
難

し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
、
定
性
的
な
効
果
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

取
組
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
治
山
治
水
の
た
め
に
、
森
林
整
備
は
重
要
で
あ
る
。

間
伐
材
が
放
置
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
災
害
対
策

と
し
て
の
面
か
ら
も
、
農
林
水
産
部
と
連
携
し
て
間
伐

材
の
利
活
用
を
進
め
ら
れ
た
い
。

　
間
伐
材
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
部
と
連
携
し
、
公
共
工
事
に
お
け
る

積
極
的
な
利
活
用
の
促
進
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

１
１
-1

道
路
・港

湾
整
備
の

推
進

県
土
整
備
部

　
住
民
と
と
も
に
実
施
す
る
緑
化
活
動
に
つ
い
て
も
、

K
P
Iの
1
つ
と
し
て
検
討
さ
れ
た
い
。

　
こ
れ
ま
で
、
住
民
参
画
に
よ
る
道
路
等
の
美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
、
地

域
住
民
と
協
働
し
た
花
植
え
活
動
の
取
組
を
行
っ
て
お
り
、
住
民
と
の
緑

化
活
動
の
協
働
を
推
進
す
る
た
め
、
適
切
な
K
P
Iを
追
加
し
ま
し
た
。

防
災
県
土
整
備
企
業
常
任
委
員
会

番
号

行
政
運
営
の
取
組
名

主
担
当
部
局

委
員
会
意
見

回
　
答

行
政
運
営
７

公
共
事
業
推
進
の
支

援
県
土
整
備
部

　
担
い
手
対
策
と
し
て
の
週
休
二
日
制
工
事
の
推
進

に
あ
た
っ
て
は
、
業
者
に
メ
リ
ッ
ト
を
設
け
る
な
ど
、
着

実
に
実
行
さ
れ
る
よ
う
検
討
さ
れ
た
い
。

　
週
休
二
日
制
工
事
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年
度
か
ら
４
週
８
休
を
達
成
し

た
場
合
に
は
、
工
事
成
績
評
定
よ
り
加
点
評
価
し
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
業
界
と
意
見
交
換
を
行
い
な
が
ら
、
総
合
評
価
方
式
で
の
加
点

に
つ
い
て
も
検
討
し
ま
す
。

1
-3

災
害
に
強
い
県
土
づ

く
り

県
土
整
備
部
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（３）「強じんな美し国ビジョンみえ」及び

「みえ元気プラン」成案について 
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今後 30 年以内に 70～80％の確率で発生が予想される南海トラフ地震においては、県内で

最大約 53,000 人の死者が生じると予想されています。また、年々勢力を増す台風や豪雨によ

る水害や土砂災害などは、いつどこで発生してもおかしくない状況にあります。 

大規模な災害が発生すると、生活基盤がダメージを受け、これまで当たり前に享受していた快

適な日常生活を送ることができなくなります。誰もが抱いている災害への不安に対して、しっかり

と備えを進めておくことは災害発生時だけでなく、普段の暮らしにおいても、県民の皆さんが安

全・安心を感じることにつながり、このことは三重を訪れる人にとっても同じです。 

災害の発生そのものを抑制することはできませんが、災害の発生前から事前に対策を講じる

ことで、被害の拡大を防ぐことはできます。また、大規模な災害が発生した際、その対応は多岐に

わたることから防災・減災対策はできる限り多面的に取り組む必要があります。 

 

【南海トラフ地震の震度予測図】 

 理論上最大クラス※の南海トラフ地震が発生した場合、県内の震度は下記の図のとおりとな

ることが想定されています。 

 県内のほぼ全域で震度６弱以上、また県南部の大半と人口が集中する伊勢湾岸部では震度

６強が想定されています。また、伊勢志摩地域沿岸部を中心として、震度７が想定されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※これまでおおむね１００年～１５０年間隔で実際に発生してきた「過去最大クラスの南海トラフ地震」とは異な

り、発生する確率は極めて低いが、あらゆる可能性を科学的見地から考慮し理論上は起こり得る南海トラ

フ地震。 

 

（１）大規模災害に対応した防災・減災、県土の強靱化対策の加速・深化 

現状 

三重県地震被害想定調査結果より 
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  【南海トラフ地震による津波想定】 

理論上最大クラスの南海トラフ地震を想定した場合の県内の最大津波高は、伊勢湾内で

４～１０ｍ、熊野灘沿岸で１５ｍ以上となっており、一部地域では２0ｍ超える津波も想定され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【南海トラフ地震における県内の最大被害想定】 

 

 ・理論上最大クラスの南海トラフ

地震が発生した場合、県内の

被害想定は左記の表のとおりと

なっており、大きな被害をもた

らすことが予想されています。 

 

 

 

 

三重県地震被害想定調査結果より 
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【発生の切迫性が高まる南海トラフ地震】  

  

 

 

 

 

 

 

【高まる風水害のリスク】 

 近年、全国で水害や土砂災害が頻発・激甚化しており、県内でも記録的短時間大雨情報が毎年

のように発表されるなど、風水害がいつ、どこで発生してもおかしくない状況です。 
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総合防災訓練の様子 

 

 

南海トラフ地震や激甚化・頻発化する風水害など大規模な災害が、いつ、どこで発生してもおか

しくない状況が続いています。県民の皆さんの命を守ることを第一に、「平時における人材育成と

ハード整備」「救助・避難」「復旧」のそれぞれのフェーズにおける課題を整理し、事前の対策に万

全を期すことが必要です。 

 

・県民の防災意識を高めるとともに、防災人材の育成・活用など、地域防災力の向上に

向けた取組を進める必要があります。 

・大規模災害の被害を最小限に抑え、迅速に復旧・復興できる強靱な県土を実現する

ため、道路・河川などのインフラ整備により耐災害性を強化するとともに、急速な老朽

化の進行で生じる機能低下を防ぐことが必要です。 

 

・大規模災害発生時は初動対応がその後の対策の成否を分けることから、災害への即

応力をさらに強化していく必要があります。 

・被災した県民を必ず救助し支援できるよう、国、

市町、災害時の救助を担う自衛隊や海上保安

庁、警察、消防機関等と連携し、災害対応力のさ

らなる向上を図っていく必要があります。 

・災害時に第一線で対応を行う市町と一体となっ

た災害対策活動を実施する必要があります。 

・県民の適切な避難行動に向けた取組を促進するとともに、高齢者や障がい者など避

難行動要支援者の避難対策を進める必要があります。さらに、避難所に避難した後も

健康で安心して過ごせるよう、適切な避難所の環境と運営を確保する必要があります。 

・南海トラフ地震発生時には、約 156,000 人の帰宅困難者が生じると想定されており、

通勤時間帯や就業時間帯等に発災した場合の混乱回避のための取組が必要です。 

・災害の発生により道路網が損傷すると、被災者の緊急搬送や必要な物資の輸送など

に支障をきたすことから、緊急輸送機能の確保が必要となります。 

・大規模災害発生時には甚大な量の災害廃棄物が発生し、早期の復旧・復興を計る上

で課題となっています。大規模災害に備え、災害廃棄物が迅速に処理できるよう災害

廃棄物対策の強化・充実が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

救
助
・
避
難 

 

 

復
旧  

 

 

平
時
に
お
け
る
人
材 

育
成
と
ハ
ー
ド
整
備 

 

課題 

発災 
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・南海トラフ地震や頻発・激甚化する豪雨災害等の大規模災害に備え、県民の皆さんの命と暮らし

の安全・安心を守るため、国、市町、関係機関等と連携し、ソフト・ハードの両面から防災・減災対

策の取組、県土の強靱化対策を一層推進していきます。 

・何よりも守るべきものは県民の皆さんの命であり、「平時における人材育成とハード整備」「救助・

避難」「復旧」のそれぞれのフェーズにおいて尊い命に直結する取組を強化します。 

 

【ソフト面】 

・大学生など次代を担う若者を防災人材として

育成し、育成した学生が若年層の防災意識

向上を図るとともに、他の若者を巻き込んで

地域で防災活動を行うことにより、災害に強

い地域づくりを進めます。 

・「みえ防災・減災センター」と連携して、シンポ

ジウム等による啓発に取り組むことで県民の

防災意識の醸成を図ります。                    

 

【ハード面】 

・「防災・減災、国土強靱化のための 5 か年加速化対策」等を活用し、激甚化・頻発化する

災害に対応した道路、河川、ため池などインフラの耐震化や浸水・土砂流出の防止対策、

老朽化対策等を加速します。また、インフラ管理者以外の関係者との協働や、インフラへ

の ICT等の新技術の導入を本格的に展開します。                        

（具体的な取組） 

・最大級の地震に対応した緊急輸送道路の橋梁、河川・海岸 

堤防、ため池等の耐震補強 

・最近の豪雨等に対応した河川・海岸堤防、砂防堰堤の整備、 

堆積土砂の撤去 

・長寿命化のための予防保全も含めた老朽化対策 

・あらゆる関係者が協働する「流域治水」の本格的な展開 

・道路・河川のリアルタイム観測機器や生態系を活用した 

グリーンインフラなど新技術の導入 

 

 

 

取組方向 

橋脚の補強 

一般国道 306号 菰野大橋（菰野町） 

 

平
時
に
お
け
る
人
材
育
成
と
ハ
ー
ド
整
備 
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津波避難タワー（イメージ） 

 

【ソフト面】 

・情報収集力や分析・対策立案力、災害対策

活動のオペレーション機能のさらなる強化と

人材の育成に取り組むとともに、国、市町、災

害時の救助を担う自衛隊や海上保安庁、警

察、消防機関等と連携し、大規模かつ実践的

な訓練に取り組みます。 

・災害発生時に第一線で対応を行う市町の災害対応力の一層の充実・強化を図るため、

市町が実施する図上訓練や災害対応マニュアル等の整備について支援するとともに、

災害発生時に職員を市町へ派遣し、市町災害対策本部の運営を支援することで、県

と市町が一体となった災害対策活動をより一層推進します。 

・新たなデジタル技術も活用しながら、適切な避難に必要となるきめ細かな防災情報を

ＳＮＳなど多様な媒体でより迅速に提供します。 

・夜間など避難が困難な状況であっても確実に避難できる体制を確立するため、夜間

の避難を想定した訓練や避難路の確認等の取組を行う市町を支援します。 

・避難行動要支援者の個別避難計画の作成やあらゆる避難者に配慮した避難所運営

など、適切な避難行動に向けた市町の取組を支援します。 

・通勤時間帯や就業時間帯等に発災した場合には、公共交通機関の運行停止による帰

宅困難者の発生と混乱を防止するため、企業等に従業員をとどめる環境の整備と一

斉帰宅の抑制を働きかけます。 

・災害時の徒歩帰宅者に水やトイレを提供するなどの支援を行う「災害時帰宅支援ス

テーション」の拡充に努めます。                       

【ハード面】 

・津波避難タワーをはじめとする一時避難施設の

整備など、津波浸水想定区域内の全ての要避難

者が確実に避難できるよう、市町の対策を支援し

ます。 

・機動的かつ長期間の災害対応を実施できるオペ

レーション機能の強化を図るため、災害対策本部

オペレーションルームの設置に向けた検討を進め

ます。 

 

             

・災害発生により道路網の通行に支障が生じ、広域防災拠点や災害拠点病院の活動に

支障が生じないよう、緊急輸送・搬送ネットワークを確保します。    

・災害廃棄物処理に精通した県や市町の人材の育成、廃棄物処理施設の強靱化や仮

置場候補地の選定の促進、平時からの国や市町・廃棄物関係団体等との連携等の取

組を進め、発災時における災害廃棄物の迅速な処理を促進します。 

  

 

救
助
・
避
難 

 

 復
旧  

 

発災 
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施策１-３ 災害に強い県土づくり 

 

施策の目標 

（めざす姿） 

河川整備や堆積土砂の撤去に加え、流域全体で水害を軽減させる流域治水プロジェクトが

進んでいます。 

土砂災害から県民の皆さんの生命、財産を守る堰堤等の整備が進み、特に要配慮者利用

施設等の保全が進んでいます。また、盛土災害を防止する通報体制の整備や、山地災害危険

地区における治山施設整備が進んでいます。 

大規模地震発生後の津波等による被害軽減のため、海抜０ｍ地帯等における河川・海岸堤

防や大型水門等の耐震対策が進んでいます。 

災害直後から緊急輸送道路の円滑な通行を確保するため、大規模地震後もすぐに通れる

橋、土砂崩れのない道路等の整備が進んでいます。 

河川監視カメラ等の配備拡充による被災情報の迅速な把握や、新規導入した排水ポンプ車

など初動体制が強化されています。 

定期点検に基づく適切なメンテナンスにより、災害時・平常時を問わずインフラの機能が確

保されています。 

（課題の概要） 

豪雨等が頻発化・激甚化する中で、県内河川は雨水の流下能力が未だ不十分な現状に加

え、土砂の堆積により流れが阻害され、浸水被害が多発するリスクが高まります。加えて、山地

では土砂崩れも増加し、周辺の社会福祉施設を含めた住民への被害が生じるリスクが高まり

ます。 

強い台風の増加による伊勢湾沿岸での高潮や、南海トラフ地震等が想定される中で、堤防

や水門等が強い地震動や高潮・津波に対応できず広範囲で被害が生じるリスクが高まりま

す。 

大規模災害時に緊急輸送道路の通行が不能となり、物資輸送や復旧・復興に大きな支障を

及ぼします。 

急速なインフラの老朽化により、災害に対する機能が低下し、小規模な災害でも大きな被害

が生じるリスクが高まります。 
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現状と課題 

■ 三重県において大きな被害をもたらした紀伊半島大水害をはじめ、令和元年東日本台風や

令和２年７月豪雨など激甚化・頻発化する水害・土砂災害や大規模地震から、県民の皆さん

の生命と財産を守るため、国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」も活用

し、河川・海岸・治山・土砂災害防止施設の整備や橋梁の耐震対策等を進めています。これら

の防災・減災対策の必要性は依然として高く、さらなる推進が求められています。 

■ 気候変動に伴い激甚化・頻発化する水災害から県民の皆さんの生命・財産・暮らしを守るた

め、河川管理者が主体となって行う治水対策に加え、氾濫域も含めて一つの流域としてとら

え、その河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策

「流域治水」を本格的に展開することが必要です。また、気候変動による降雨量の増加をふま

えた河川計画の見直しや生態系を活用したグリーンインフラの展開が求められています。 

■ 豪雨等によるがけ崩れや土石流など土砂災害から県民の皆さんの生命、財産を守るための

土砂災害防止施設の整備を進めています。特に自力避難が困難な人々が利用する要配慮者

利用施設や避難所を保全対象としている箇所の整備が求められています。一方で、令和３

（2021）年７月に静岡県熱海市において違法な盛土に起因する土砂災害が発生したことか

ら、盛土による災害を防止する対策が求められています。 

■ 南海トラフ地震の発生が懸念されている中、大規模地震発生後の津波・高潮等による浸水被

害を軽減するため、海抜ゼロメートル地帯などにおける河川・海岸堤防や河口部の大型水門

等の耐震対策を進めています。引き続き、河川管理施設や海岸保全施設等の機能の確保と

強化が求められています。 

■ 災害発生時に災害対応を迅速かつ効率的に実施するため、確実に通行できる緊急輸送道路

が求められています。緊急輸送道路の中には大規模災害時に被災するおそれがある場所や

車両のすれ違いが困難な区間があり、これらの箇所の対策が求められています。 

■ 建設後５０年を超えるインフラ施設が急速に増加し、劣化による機能低下が懸念される中、将

来にわたる必要なインフラ機能の確保に向けてメンテナンスサイクルの取組を進めています。

今後も、このサイクルを持続的かつ着実に実施し、安全性を確保していくとともに、将来的に

増加するメンテナンスコストの縮減・平準化を一層図る必要があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策１ 防災・減災、県土の強靱化 

主担当部局：県土整備部 
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取組方向 

■ 基本事業１： 流域治水の推進 

河川整備や河川の流れをよくする河川内堆積土砂の撤去を進めます。また、流域の市町が

実施する雨水貯留浸透施設の整備や災害危険区域の指定等による土地利用規制・誘導のほ

か、民間企業等が実施する利水ダムの事前放流等、水害を軽減するための対策をあらゆる関

係者が協働して取り組む流域治水プロジェクトを進めます。さらに、気候変動を考慮した河川

整備計画等の見直しやグリーンインフラによる雨水貯留・浸透に取り組みます。 

■ 基本事業２： 土砂災害対策の推進 
土石流、がけ崩れ、地すべり等の土砂災害から、県民の皆さんの生命・財産を守るため、特

に自力での避難が困難な要配慮者が利用する施設や避難所の保全を重点的に取り組むとと

もに、警戒避難体制の整備に取り組みます。また、違法な盛土の対応として砂防指定地等にお

ける違反行為への行政指導や住民からの通報対応等を強化します。 

■ 基本事業３： 山地災害対策の推進 
土砂流出の防止や山腹斜面の安定を目的とする治山ダムなど治山施設の効果的な整備や

計画的な老朽化対策に取り組むとともに、水源かん養や土砂災害防止などの公益的機能が低

下した森林の整備を進めます。 

■ 基本事業４： 高潮・地震・津波対策の推進 

高潮、地震、津波による浸水被害を軽減するために、住民の素早い避難活動を促すため、ソ

フト対策として高潮浸水想定区域の指定に取り組みます。また、高潮災害防止のための堤防の

整備や、地震・津波対策としての堤防の耐震化、粘り強い構造とする施設整備等に取り組みま

す。 

■ 基本事業５： 緊急輸送道路等の機能確保 

災害発生時に対応できる輸送機能を確保するため、緊急輸送道路に架かる橋の落橋や倒

壊対策、洪水で橋が流されない対策、道路の土砂崩れ対策、車両のすれ違いが困難な箇所の

道幅を拡幅する対策に取り組みます。 

■ 基本事業６： インフラ危機管理体制の強化 

大規模災害への備えとして、河川監視カメラ・水位計等の配備拡充、災害コントロールルー

ムの高度化や排水ポンプ車の配備、現場で実動訓練を重ねる等、被災箇所を早期発見し、初

動を迅速化する危機管理体制の強化に取り組みます。 

■ 基本事業７： インフラの老朽化対策の推進 

県民の皆さんの生命・財産を守り、経済活動を支えるとともに、災害時・平常時を問わず、

安全・安心な道路や河川などのインフラ機能が確保されようメンテナンスサイクルを着実に実

施するとともにインフラの老朽化対策に係る取組を進めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

政策１ 防災・減災、県土の強靱化 

主担当部局：県土整備部 
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KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

河川の流れを阻害する堆
積土砂の堆積量（累計） 

２７０万ｍ３ 

東京ドーム 

０．３杯分 

 

１８５万ｍ３ 

東京ドーム 

1．０杯分 

４０％削減 

河川の流れを阻害する堆積土
砂量 

（ ）は平成３０（２０１８）年度
末の堆積量に対する削減の数
値 

要配慮者利用施設および
避難所を保全する施設の
整備率 

― ６３％ 

事業実施個所のうち要配慮者
利用施設および避難所を保全
する施設整備（３０箇所）の事
業完了の割合 

市町ハザードマップへの高
潮浸水想定区域情報の掲
載率 

４５％ １００％ 

ハザードマップへの高潮浸水
想定区域情報を掲載した市町
の割合 

（掲載市町／全体１１市町） 

大規模地震でも壊れない
補強された橋の割合 

９１％ １００％ 

緊急輸送道路に架かる橋梁の
うち、大規模地震でも致命的
な損傷にならないように補強
された橋の割合 

被災箇所を早期発見し、初
動を迅速化する体制の構
築 

パトロールや住
民などからの
通報を中心と
する情報収集 

道路・河川の
重点監視箇所
における画像
情報の集中監
視体制の完成 

道路・河川の重点監視箇所へ
の監視カメラとコントロール
ルームの設置状況 

橋梁の修繕完了率 １００％ 100％ 

定期点検で早期措置（健全性
区分Ⅲ）と診断された橋梁の
うち、次回点検までに措置を
完了した橋梁の割合 

政策１ 防災・減災、県土の強靱化 

主担当部局：県土整備部 
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施策 11-１ 道路・港湾整備の推進 

 

施策の目標 

（めざす姿） 

高規格道路では、東海環状自動車道の全線開通や、新宮紀宝道路の開通のほか、直轄国

道でも中勢バイパスが全線開通するなど、県内外を貫く南北軸が強化・延伸され、県民の皆さ

んの安全・安心が高まるとともに、地域間の交流・連携が広がり、地域の経済活動が活性化し

ています。 

県管理道路では、磯部バイパスが完成するなど、地域間交流の促進や観光復興に向けた動

きにつながるとともに、未改良道路の拡幅等による混雑解消や生活交通の円滑性の確保が進

んでいます。 

リニアによる交通革新や高速道路ネットワークの進展をふまえ、総合交通ターミナルの整備

を賑わい・防災空間の創出とともに展開しています。 

千葉県八街市の通学路の死傷事故をふまえた交通安全対策が全て完了するとともに、通学

路交通安全プログラムに位置づけられた箇所も概成しています。また、区画線などの道路の着

実な維持管理に取り組むとともに、ＡＩを活用した交通観測体制の拡充により、県民の皆さんが

安全で快適に道路を利用しています。 

街並みに調和した景観や交通安全などの機能に応じた街路樹の剪定や花植え活動などに

より、良好な空間が形成されるとともに、道路施設の脱炭素へ向けた持続的な管理も進んでい

ます。 

港湾では、岸壁や航路等の着実な維持管理により安全な利用を確保するとともに、脱炭素

化や船舶の大型化への対応、クルーズ船寄港誘致など港湾の利活用を促進する官民連携の

プロジェクトが進んでいます。 

（課題の概要） 

高規格道路等のミッシングリンクや渋滞区間の存在により、県内各地域における社会・経済

活動の支障となり、企業進出や観光誘客等に多大な影響を及ぼします。県管理道路の整備

は、混雑状況や車道幅員など他県から大きく遅れており、地域間交流や安全・安心な生活への

支障となります。 

公共交通と道路ネットワークの連携を強化する拠点の不足により、今後のリニアの開業に伴

う効果の発現や中心市街地の活性化等への支障となります。 

道路空間の安全性など機能改善が求められる中で、通学路の対策の遅延や区画線の剥離

等の進行により県民生活へのリスクが高まります。また、街路樹等の魅力が乏しい道路空間の

存在により、生活の豊かさや来街者へのサービス等が損なわれます。 

県管理港湾における貨物量の更なる減少により、背後地も含めた地域の雇用や経済活動に

大きな影響が生じます。 
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現状と課題 

■ 熊野尾鷲道路（Ⅱ期）の開通をはじめ、多くの幹線道路等の整備が進み、地域間の交流・連携

が促進されるとともに、地域の安全・安心が高まるなど整備効果があらわれてきていますが、

都市部における慢性的な渋滞の発生、気候変動の影響により激甚化・頻発化する風水害や切

迫する大規模地震等への備えなど多くの課題があります。引き続き幹線道路ネットワークの強

化やバイパス等の抜本的な整備、早期に事業効果を発現できる待避所の設置など柔軟な対

応も織り交ぜた道路整備を推進していく必要があります。 

■ コロナ時代の社会変容に対応し、インフラの新たな価値を創造しつつ、豊かで活力のある地方

創生の実現のため、道路空間の再編による賑わいの創出や観光の復興に向けた道路整備に

より、ポストコロナを見据えた地域づくりを推進する必要があります。 

■ 通学児童等の安全確保が全国的な課題となっている中、歩行者等の安全・安心を確保するた

めの取組を一層進めていく必要があります。また、道路を安全・安心・快適に利用できるよう、

老朽化が進行する舗装等の道路施設について、着実に修繕を進めるとともに、剥離が進行す

る路面標示については、一定の水準の確保・定常化を図る必要があります。さらに、平常時・

災害時を含めた道路施設の利用・管理を効率的かつ効果的にマネジメントするため、ＩＣＴや

ＡＩの活用を進めていく必要があります。 

■ 県管理港湾は老朽化が進行するとともに、近年、尾鷲港をはじめ取扱貨物量が減少傾向にあ

ります。このため、港湾の背後地に集積する企業や市町等と連携し、港湾の脱炭素化に向け

た取組や地域産品の輸送、観光・レジャーを通じた交流人口の拡大など、地域が元気になる

取組を支援する必要があります。 

 

政策 11 交通・暮らしの基盤 

主担当部局：県土整備部 
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取組方向 

■ 基本事業１： 高規格道路および直轄国道の整備促進 

リニア三重県駅の開業も見据え、地域の経済活動や県内外からの集客・交流等を支えると

ともに、地域のさらなる安全・安心の向上をめざし、県土の南北軸となる東海環状自動車道や

近畿自動車道紀勢線等の延伸・強化、東西軸となる鈴鹿亀山道路等の整備を推進します。ま

た、新たな幹線道路ネットワークの構築をめざし、名神名阪連絡道路の事業化に向けた取組

を進めます。 

■ 基本事業２： 県管理道路の整備推進 

高速道路および国管理の国道を補完し、地域間交流を促進する幹線道路ネットワークや観

光復興に向けたアクセス道路の整備として、伊勢志摩連絡道路等の整備を進めます。また、

生活道路で車両のすれ違いが困難な箇所の解消などに向けて、県管理道路の整備を着実に

進めます。  

■ 基本事業３： 交通拠点の機能強化 

リニア中央新幹線の開業による効果を広域的に波及させるため、鉄道と高速バスのクロス

ポイントを中心に、利便性の高い総合交通ターミナルの整備を推進します。高速バス路線が

集中する「近鉄四日市駅」、「津駅」より着手し、他の地域への展開を検討します。また、駅周辺

地域における道路空間の再編など、賑わいの創出や公共交通の利便性の向上を社会実験も

含めて進めます。 

■ 基本事業４： 交通安全対策の着実な推進 

千葉県八街市の事故をふまえた合同点検や通学路交通安全プログラムの対策箇所につい

て、通学児童など歩行者等の安全確保を図るため、速効対策等も講じながら、関係者とス

ピード感を持って交通安全対策を進めます。 

■ 基本事業５： 適切な道路の維持管理 
舗装等の道路施設について、予防保全の考え方を取り入れながら、計画的な点検、着実な

修繕を進めるとともに、剥離が進行する路面標示については、高耐久性塗料の導入も視野に

入れながら一定の水準を確保し、定常化を図ります。さらに、道路施設の利用・管理を効率的

かつ効果的にマネジメントするため、ＩＣＴやＡＩを活用したモニタリング体制の拡充や点検の

高度化などを進めます。  

■ 基本事業６： 道路空間におけるグリーン化の推進 

気候変動への対応や良好な沿道環境の保全などをふまえた持続的な維持管理を実現する

ため、トンネル照明灯のＬＥＤ化や景観等に配慮した街路樹管理、県民の皆さんと協働した花

植え活動など、道路空間におけるグリーン化を進めます。 

■ 基本事業７： 県管理港湾の機能充実 
港湾の利活用に関わる部局を横断した取組の連携の強化や、多様な関係者と協働し共に港

湾への新たな価値を創造するため、新たに「三重県港湾みらい共創本部」を設置し、脱炭素

化、地域産業の活性化、観光活性化の観点から、各港湾におけるプロジェクト計画を策定し、

官民連携でのプロジェクトを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

政策 11 交通・暮らしの基盤 

主担当部局：県土整備部 
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KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和８年度の 

目標値 項目の説明 

中部圏の広域ネットワーク
を形成する東海環状自動
車道の開通 

〈県内〉 

新四日市 JCT
～大安 IC間 

7.8ｋｍ 

〈全線開通〉 

県内 23.3km 

全体 153km 

東海環状自動車道の県内区
間（新四日市 JCT～県境：２
３．３ｋｍ）の開通 

伊勢・志摩地域の交流を促
進するネットワーク整備 

磯部 BP 
事業中 

第２伊勢道路/
鵜方磯部 BP 

供用済 

 
磯部 BP 

開通 

伊勢志摩連絡
道路の全線開
通（20ｋｍ） 

 

高速道路と志摩地域の観光
リゾート拠点を結ぶ伊勢志
摩連絡道路の一部（磯部 BP 
L=2.5km）が完成 

リニアをふまえた総合交通
ターミナルの整備 

近鉄四日市駅
周辺での事業
着手/津駅周
辺での整備方

針の策定 

県内の総合交
通ターミナル計
画の策定およ
び近鉄四日市・
津駅での整備

推進 

新広域道路交通計画（交通
拠点計画）に基づく整備推進 

危険な通学路の交通安全
対策が完了した割合 

30％ 100％ 

令和３（２０２１）年６月に千
葉県八街市の通学路で発生
した死傷事故をふまえた合
同点検の要対策箇所のう
ち、対策を完了した割合 

道路区画線の引き直し 
剥離度Ⅱ以内
の水準の維持 

剥離度Ⅱ以内
の水準の維持
および白線の

高耐久化 

高耐久性の白線を活用しな
がら視認性の高い状態を定
常化 

トンネル照明のＬＥＤ化によ
るＣＯ２排出量の削減割合 

２８％削減 

（ＣＯ２排出量
1,1５０ｔ/年） 

４０％削減 

（ＣＯ２排出量
95０ｔ/年） 

県が管理するトンネル照明
のＬＥＤ化による年間ＣＯ２排
出量の削減割合 

※平成３０（２０１８）年度比較 

県民の皆さんとともに進め
る緑化活動の参加人数（累
計） 

― 23,000人 
道路、河川等のインフラを舞
台とした緑化活動に県民の
皆さんが参加した累計人数 

重要港湾の脱炭素化に関
する計画の策定 

― 
ＣＮＰ計画に 
基づく事業に 

一部着手 

令和３（２０２１）年度に国に
より示されたカーボンニュー
トラルポート（ＣＮＰ）形成計
画策定マニュアルに基づく策
定 

政策 11 交通・暮らしの基盤 

主担当部局：県土整備部 
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施策 11-３ 安全で快適な住まいまちづくり 

 

施策の目標 

（めざす姿） 

令和２（２０２０）年度策定の都市計画区域マスタープランに基づき、市町が策定した立地適

正化計画等により、都市機能・居住機能の誘導や災害リスクが高いエリアの土地利用規制が

行われ、災害リスクをふまえたコンパクトで賑わいのあるまちづくりが進んでいます。また緊急

輸送道路における電線類の地中化等の防災・減災対策が進むとともに、地域の個性豊かで魅

力ある景観を生かしたまちづくりが広がっています。 

熊野灘臨海公園におけるプールの再整備などワーケーションの推進に必要な公園整備や鈴

鹿青少年の森におけるPark-PFI手法などを活用した公園整備が進み、新たな賑わいを創出

する場が整備されています。 

新築建築物等の検査や既存建築物の維持保全の徹底、適確な開発行為の許認可を行うこ

となどにより、安全・安心な建築物および宅地が確保されています。また、住宅・建築物の耐震

化の促進により、地震災害に対するまちの安全性が向上しています。 

空き家の活用や危険空き家の除却が促進され、空き家の増加が抑制されています。また、県

営住宅の計画的な改修や民間賃貸住宅の確保により高齢者や子育て世帯等の居住支援体制

の充実が進んでいます。さらに、省エネルギー性能の高い長期優良住宅が普及しています。 

（課題の概要） 

市街地の拡大や人口減少により、低密度な市街地が形成され、地域活力の低下や生活サー

ビスの維持が困難になるとともに、災害リスクの高い市街地エリアが存在し、まちの賑わいが

失われています。 

耐震性のない建築物が多数存在することや住環境に悪影響を及ぼす空き家が増加すること

などにより、安全で快適な住環境の確保が困難になります。 
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現状と課題 

■ 市街地の拡大や人口減少により、低密度な市街地が形成される状況となっており、地域活力

の低下や生活サービスの維持が困難になることが懸念されています。このため、効率的で利

便性が高い持続可能なまちづくりを進める必要があります。また、激甚化・頻発化する豪雨や

南海トラフ地震等の大規模自然災害による被害を低減し、県民の皆さんが安心して住み続け

られるまちづくりを進めるとともに、地域の個性豊かで魅力ある景観を生かしたまちづくりを

進める必要があります。 

■ 令和２（２０２０）年度策定の都市計画区域マスタープランに基づき都市基盤の整備を進めて

いますが、ポストコロナを見据え、交流人口の拡大に向けた新たな賑わいを創出するための

公園整備を進めていくことが必要です。 

■ 安全・安心な建築物、宅地の確保を図るため、建築基準法や都市計画法等に基づく許認可、

指導等を適確に行う必要があります。また、南海トラフ地震の発生が危惧されることから、住

宅・建築物の耐震化の取組を進め、地震災害に対するまちの安全性を確保する必要がありま

す。 

■ 周辺の住環境に悪影響を及ぼす空き家の増加は大きな社会問題となっており、空き家の適正

管理等の啓発や空き家の利活用、危険空き家の除却などへの支援が必要です。また、住宅の

確保に特に配慮を要する高齢者等の増加が見込まれることから、受け皿となる県営住宅の計

画的な改修のほか、民間賃貸住宅の確保や支援体制の充実を図る必要があります。さらに、

２０５０年カーボンニュートラルの実現のため、住宅分野においても一層省エネルギー対策を

進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策 11 交通・暮らしの基盤 
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取組方向 

■ 基本事業１： コンパクトで賑わいのあるまちづくりの推進 

市町の立地適正化計画策定やまちづくりに資する関連事業を支援し、都市機能（医療・福

祉・商業施設）の市街地中心部等への誘導や居住機能の公共交通沿線地域等への誘導、災

害の危険性が高いエリアの土地利用規制を行うことで、災害リスクをふまえたコンパクトで賑

わいのあるまちづくりを推進します。また、緊急輸送道路における電線類の地中化等の防災・

減災対策を実施するとともに、魅力ある景観を生かしたまちづくりを進めるため、景観に配慮

した建築物や公共施設等への誘導に取り組みます。 

■ 基本事業２： 都市基盤整備の推進 

広域的な集客力を強化し観光誘客を促進するため、ワーケーションの推進に必要な公園整

備を進めるとともに、多様なニーズに対応するための官民連携による公園の運営管理や

Park-PFI手法などを活用した公園整備を行い、利用者の満足度向上に取り組みます。 

■ 基本事業３： 安全・安心な建築物の確保 

新築建築物等の検査や既存建築物の維持保全の徹底により建築基準法の遵守を促すとと

もに、都市計画法に基づき適確な開発行為の許認可を行うことなどにより、安全・安心な建築

物および宅地の確保に取り組みます。また、住宅・建築物の所有者への耐震化の働きかけや、

耐震診断、補強設計、耐震改修、除却への補助を行うとともに、低コストの住宅耐震改修工法

の普及を図ります。 

■ 基本事業４： 安全で快適な住まいづくりの推進 

空き家を活用した地方移住、二地域居住、ワーケーションなどの取組や危険空き家の除却

を支援するほか、セミナーや相談会の開催等を通じて、空き家の適正管理等について啓発し

ます。また、県営住宅の長寿命化のための改修、バリアフリー改修や子育て世帯向けの住戸

内改修を進めるとともに、福祉部局や居住支援団体等と連携した住宅確保要配慮者への居

住支援体制の充実を図ります。さらに、省エネルギー性能の高い長期優良住宅やゼロエネル

ギー住宅（ＺＥＨ）等の普及啓発に加え、今後導入が見込まれる新築住宅の省エネルギー基準

適合の義務化への対応や既存住宅の省エネルギー改修への支援を行います。 
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KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

コンパクトで賑わいのある
まちづくりに取り組む市町
の割合 

32％ 

8市町／２5市町 

64％ 

１６市町／２５市町 

コンパクトで賑わいのあるまち
づくりに向け、居住機能や福
祉・商業等の都市機能を誘導
するための計画を策定または
中心市街地などでまちづくり
に資する事業に取り組んでい
る市町の割合 

多様なニーズに対応した魅

力ある公園づくりに取り組

む県営都市公園数 

２公園 ５公園 

広域的に利用されている 5 つ
の県営都市公園（北勢中央公
園、鈴鹿青少年の森、亀山サン
シャインパーク、大仏山公園、
熊野灘臨海公園）で、多様な
ニーズに対応した魅力ある公
園づくりに取り組み、利用者の
満足度が現状値（令和２（２０２
０）年度平均値８２％）を超える
都市公園数 

県と市町が連携して木造
住宅の耐震化に取り組む
戸数（累計） 

― ３，０００戸 

市町が取り組んでいる木造住
宅の耐震化を促進するため
に、耐震性のない木造住宅の
耐震改修と除却に対して県が
補助した戸数 

県と連携して積極的に空き

家対策に取り組む市町の

割合 

５８％ 

17市町／２９市町 

８２％ 

２４市町／２９市町 

空家等対策計画に基づいて、

県の技術的支援を受けなが

ら、空き家の活用および除却

を推進するため、空き家の改

修や除却の補助制度を整備し

ている市町の割合 

政策 11 交通・暮らしの基盤 

主担当部局：県土整備部 

 

23



行政運営７ 公共事業推進の支援 

 

現状と課題 

■ 公共事業評価については、「三重県公共事業評価審査委員会」における調査審議により公共

事業の適正化に取り組んできました。引き続き、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した

評価を行い、公共事業の適正な執行に取り組む必要があります。 

■ 入札契約制度については、「三重県入札等監視委員会」の調査審議をふまえ、制度の改善、

適正な運用に取り組んできました。引き続き、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した制

度の改善等に取り組む必要があります。 

■ 電子調達システムなどの安定運用を図るとともに、設計積算システムを更新し、令和３

（2021）年１０月に運用を開始しました。引き続き、更新した設計積算システムにより効率的な

業務が実施できるよう必要に応じて改善等を進める必要があります。 

■ 建設業は災害対応等、「地域の守り手」として、県民の皆さんの安全・安心の確保に重要な役

割を担っていますが、人口減少・高齢化の流れが加速する中、未来に存続していくには、担い

手の確保が急務となっています。このため、新・担い手３法をふまえ策定した「第三次三重県

建設産業活性化プラン」に基づき、担い手確保に向けた建設業の魅力発信や働き方改革の

推進、生産性の向上などの取組を進めてきました。引き続き、これらの取組を一層推進してい

く必要があります。 

■ 建設業者が安心して事業を営むことができるよう、建設工事等の受注者への不当要求等に

対しては、警察や建設業界などと連携した「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」を令

和３（20２１）年に設立し、体制の強化を図りました。引き続き、建設工事等の受注者への不当

要求等の根絶に向け取り組む必要があります。 

  

行政運営の目標 

■ 公共事業の実施プロセスの公正性・透明性が確保され、事業を適正かつ着実に実施することによ

り、公共事業の成果が県民の皆さんに届き、公共事業への信頼感が向上しています。 

■ 建設業の魅力発信や働き方改革、建設現場の生産性の向上等を推進することにより、建設業の

担い手確保等につながり、「地域の守り手」である地域の建設企業による社会資本の整備・維持

管理や災害対応等が実施され、県民の皆さんの安全・安心が確保されています。 

■ 建設工事等の受注者への不当要求等が根絶され、適正な履行環境が確保されています。 
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取組方向 

■ 基本事業１： 公共事業の適正な執行・管理 

「三重県公共事業評価審査委員会」の調査審議を受け、公共事業を取り巻く状況の変化に

対応した事業の評価を行い、公共事業の適正な執行に取り組みます。また、「三重県入札等

監視委員会」の調査審議を受け、公共事業の公正性・透明性を確保しつつ、公共事業を取り

巻く状況の変化に対応した入札契約制度の改善、適正な運用に取り組みます。 

さらに、公共事業の適正な執行のために、引き続き、電子調達システムや設計積算システム

などの安定運用を図ります。 

■ 基本事業２： 公共事業を推進するための体制づくり 

建設業が未来に存続していけるよう、「第三次三重県建設産業活性化プラン」に基づき、担

い手確保に向けた建設業の魅力発信や働き方改革推進のための週休二日制工事の拡大に

取り組みます。また、生産性向上のための施工時期の平準化およびＩＣＴの活用拡大などの取

組を推進するとともに、技能者の処遇改善等に向け、建設キャリアアップシステム（CCUS）の

活用促進等を図り、これら各種取組の拡大を市町へ要請します。 

■ 基本事業３： 受注者への不当要求等の根絶 

「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」を積極的に運用し、関係機関等と連携して、

建設工事等の受注者への不当要求等の根絶に取り組みます。 

 

 

公共事業の適正な執行 適正に執行 
適正な執行

の継続 

「三重県公共事業評価審査
委員会」、「三重県入札等監
視委員会」の調査審議等を
受け、公共事業が適正に執
行されていること 

週休二日制工事（４週８休）
の達成率 

３７％ １００％ 

週休二日制として発注した
工事のうち、４週８休を達成
した工事の割合 

ＩＣＴ活用工事（土工）の実施
率 

６５％ １００％ 

ＩＣＴ活用工事（土工）の対象
として発注された工事のう
ち、ＩＣＴを活用した工事の割
合 

建設工事等の受注者への不
当要求等に対する適正な履
行環境の確保 

適正な履行環
境を確保 

適正な履行
環境の継続
的な確保 

「三重県建設工事等不当要
求等防止協議会」を積極的
に運用し、建設工事等の受注
者への不当要求等が排除さ
れ、適正な履行環境が確保
されていること 

 

 

 

KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和８年度 

の目標値 項目の説明 

行政運営７ 公共事業推進の支援 

主担当部局：県土整備部 
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施策のＫＰＩ

1-3

河川の流れを阻
害する堆積土砂
の堆積量（累
計）

河川の流れを阻害す
る堆積土砂量
（　）は平成30
（2018）年度末の堆
積量に対する削減の
数値

河川に土砂が堆積す
ると、水がスムーズ
に流れず、豪雨時に
洪水のリスクが高ま
るため、計画的に堆
積土砂を撤去する必
要があることから選
定しました。

国土強靱化加速化対
策「５年後の達成目
標」をふまえ、河川
堆積土砂の40％削減
をめざして目標を設
定しました。

270万㎥

東京ﾄﾞｰﾑ
0.3杯分

185万㎥

東京ﾄﾞｰﾑ
1.0杯分
40%削減

1-3

要配慮者利用施
設および避難所
を保全する施設
の整備率

事業実施個所のうち
要配慮者利用施設お
よび避難所を保全す
る施設整備（30箇
所）の事業完了の割
合

自力避難が困難な
方々や避難される
方々が利用する施設
の安全確保につい
て、優先して取り組
む必要があることか
ら選定しました。

要配慮者利用施設お
よび避難所のうち、
常時、多くの方々が
集まる学校、診療
所、介護施設を保全
する施設について、
計画期間内に、より
多く完成させること
をめざし設定しまし
た。

― 63%

1-3

市町ハザード
マップへの高潮
浸水想定区域情
報の掲載率

ハザードマップへの
高潮浸水想定区域情
報を掲載した市町の
割合
（掲載市町／全体11
市町）

高潮による浸水から
素早く避難するため
の情報が県民の皆さ
んに提供されている
必要があることから
選定しました。

高潮により相当な損
害を生ずるおそれが
ある伊勢湾沿岸の市
町ハザードマップ
に、高潮浸水想定区
域情報が100％掲載さ
れていることをめざ
し設定しました。

45% 100%

1-3
大規模地震でも
壊れない補強さ
れた橋の割合

緊急輸送道路に架か
る橋梁のうち、大規
模地震でも致命的な
損傷にならないよう
に補強された橋の割
合

災害発生時に対応で
きる輸送機能を確保
するため、緊急輸送
道路に指定されてい
る県管理道路上の橋
梁の計画的な耐震対
策を推進する必要が
あることから選定し
ました。

緊急輸送道路上の橋
梁の耐震補強の対策
完了年度について
は、国の目標年次に
合わせて、令和８
（2026）年度をめざ
し設定しました。

91% 100%

1-3

被災箇所を早期
発見し、初動を
迅速化する体制
の構築

道路・河川の重点監
視箇所への監視カメ
ラとコントロール
ルームの設置状況

災害発生時の住民へ
の情報提供や管理者
等の即時対応を可能
とするため、ＩＣＴ
技術を活用した観測
体制を計画的に強化
する必要があること
から選定しました。

河川・道路ＤＸ中期
計画に基づき、重点
監視・観測箇所と定
めた202箇所すべての
監視カメラ整備と画
像情報の集中監視体
制を整えることをめ
ざして目標を設定し
ました。

パトロール
や住民など
からの通報
を中心とす
る情報収集

道路・河川
の重点監視
箇所におけ
る画像情報
の集中監視
体制の完成

1-3
橋梁の修繕完了
率

定期点検で早期措置
（健全性区分Ⅲ）と
診断された橋梁のう
ち、次回点検までに
措置を完了した橋梁
の割合

安全・安心なインフ
ラ機能を確保するた
め、５年に１回、点
検を実施し、早期措
置（健全性区分Ⅲ）
と診断された橋梁
は、次回点検時まで
に措置を講じる方針
であることから選定
しました。

令和３（2021）年度
に実施した点検で早
期措置（健全性区分
Ⅲ）と診断された橋
梁は、令和８
（2026）年度の次回
点検時までに措置を
講じるため目標を
100％に設定しまし
た。

100% 100%

各施策の「施策の目標」で記載した、「めざす姿」の達成度の把握に有効と考えられる定量的または定性的な指
標の一覧です。

令和８年度の
目標値の
設定理由

目標値
【令和８】

現状値
【令和３】

選定理由
施策
番号

項目 項目の説明
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令和８年度の
目標値の
設定理由

目標値
【令和８】

現状値
【令和３】

選定理由
施策
番号

項目 項目の説明

11-1

中部圏の広域
ネットワークを
形成する東海環
状自動車道の開
通

東海環状自動車道の
県内区間（新四日市
JCT～県境：23.3㎞）
の開通

地域の経済活動や県
内外からの集客・交
流を支えるととも
に、地域のさらなる
安全・安心の向上を
めざす必要があるこ
とから、広域ネット
ワークを形成するた
めの代表的な幹線道
路である東海環状自
動車道を選定しまし
た。

東海環状自動車道の
全線開通を目標に設
定しました。

<県内>
新四日市

JCT～大安
IC間
7.8km

<全線開通>
県内23.3km
全体153km

11-1

伊勢・志摩地域
の交流を促進す
るネットワーク
整備

高速道路と志摩地域
の観光リゾート拠点
を結ぶ伊勢志摩連絡
道路の一部（磯部BP
L=2.5km）が完成

地域間交流を促進し
観光復興に向けた道
路整備を推進する必
要があることから、
代表的な県管理道路
の路線を選定しまし
た。

事業中の磯部ＢＰが
完成することを目標
に設定しました。

磯部BP
事業中

第２伊勢道
路/鵜方磯

部BP
供用済

磯部BP
開通

伊勢志摩連
絡道路の全
線開通（20

㎞）

11-1
リニアをふまえ
た総合交通ター
ミナルの整備

新広域道路交通計画
（交通拠点計画）に
基づく整備推進

リニア中央新幹線の
開業による効果を広
域的に波及させるた
め、総合交通ターミ
ナルの整備を推進す
る必要があることか
ら選定しました。

交通拠点の機能強化
として、県内の総合
交通ターミナル計画
の策定および近鉄四
日市・津駅での整備
推進を目標に設定し
ました。

近鉄四日市
駅周辺での
事業着手/

津駅周辺で
の整備方針

の策定

県内の総合
交通ターミ
ナル計画の
策定および

近鉄四日
市・津駅で
の整備推進

11-1
危険な通学路の
交通安全対策が
完了した割合

令和３（2021）年６
月に千葉県八街市の
通学路で発生した死
傷事故をふまえた合
同点検の要対策箇所
のうち、対策を完了
した割合

通学児童の安全確保
が全国的な課題と
なっている中、ス
ピード感をもって交
通安全対策を推進
し、歩行者の安全を
確保する必要がある
ことから選定しまし
た。

令和８（2026）年度
に交通安全対策が全
て完了することを目
標に設定しました。

30% 100%

11-1
道路区画線の引
き直し

高耐久性の白線を活
用しながら視認性の
高い状態を定常化

道路区画線について
高耐久性塗料の導入
も視野に入れなが
ら、一定の水準を確
保し定常化を図るこ
とで、道路を安全・
安心・快適に利用で
きることから選定し
ました。

高耐久性塗料の導入
も視野に入れながら
一定の水準を確保
し、定常化を図るこ
とから、剥離度Ⅱ以
内の水準の維持およ
び白線の高耐久化を
目標に設定しまし
た。

剥離度Ⅱ以
内の水準の

維持

剥離度Ⅱ以
内の水準の
維持および
白線の高耐

久化

11-1

トンネル照明の
ＬＥＤ化による
ＣＯ２排出量の
削減割合

県が管理するトンネ
ル照明のＬＥＤ化に
よる年間ＣＯ２排出
量の削減割合
※平成30（2018）年
度比較

脱炭素へ向けた道路
施設の維持管理が求
められる中、トンネ
ル照明をＬＥＤ化す
ることでＣＯ２排出量
の削減となることか
ら、選定しました。

現行と同水準のぺー
スで事業に取り組む
ことで、令和８
（2026）年度にＣＯ２

排出量を削減できる
割合（40％）を目標
に設定しました。

28%削減
（ＣＯ２排
出量1,150

ｔ/年）

40%削減
（ＣＯ２排
出量950ｔ/

年）

11-1

県民の皆さんと
ともに進める緑
化活動の参加人
数（累計）

道路、河川等のイン
フラを舞台とした緑
化活動に県民の皆さ
んが参加した累計人
数

道路、河川等のイン
フラを舞台に実施す
る緑化活動を通じ
て、県民の皆さんと
の協働を推進するた
め、選定しました。

過去３年間の緑化活
動への平均参加人数
（4,300人）から、毎
年100人ずつ増加させ
ることをめざし設定
しました。

― 23,000人
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令和８年度の
目標値の
設定理由

目標値
【令和８】

現状値
【令和３】

選定理由
施策
番号

項目 項目の説明

11-1
重要港湾の脱炭
素化に関する計
画の策定

令和３（2021）年度
に国により示された
カーボンニュートラ
ルポート（ＣＮＰ）
形成計画策定マニュ
アルに基づく策定

政府の温室効果ガス
削減目標（令和12
（2030）年度に平成
25（2013）年度比
46％減、2050年カー
ボンニュートラル実
現）をふまえ、ＣＮ
Ｐ形成に向けた取組
が求められるため、
ＣＮＰ形成計画策定
を目標に選定しまし
た。

ＣＮＰ形成計画策定
マニュアルでは重要
港湾での策定が基本
であることことか
ら、期間内策定を目
標値として設定しま
した。

―

ＣＮＰ計画
に基づく事
業に一部着

手

11-3

コンパクトで賑
わいのあるまち
づくりに取り組
む市町の割合

コンパクトで賑わい
のあるまちづくりに
向け、居住機能や福
祉・商業等の都市機
能を誘導するための
計画を策定または中
心市街地などでまち
づくりに資する事業
に取り組んでいる市
町の割合

人口減少の中で、災
害リスクをふまえ
た、効率的で利便性
が高い持続可能なコ
ンパクトで賑わいの
あるまちづくりを推
進する必要があるこ
とから選定しまし
た。

コンパクトで賑わい
のあるまちづくりを
推進するにあたり、
既に取組を進めてい
る８市町（７市１
町）に加え、都市計
画区域マスタープラ
ンにおいて、コンパ
クトなまちづくりの
要として都市機能の
集約を図る地区を有
する市町のうち、取
組未着手の市町で優
先的に取組を行うこ
とを目標として設定
しました。

32％
8市町／25

市町

64％
16市町／25

市町

11-3

多様なニーズに
対応した魅力あ
る公園づくりに
取り組む県営都
市公園数

広域的に利用されて
いる５つの県営都市
公園（北勢中央公
園、鈴鹿青少年の
森、亀山サンシャイ
ンパーク、大仏山公
園、熊野灘臨海公
園）で、多様なニー
ズに対応した魅力あ
る公園づくりに取り
組み、利用者の満足
度が現状値（令和２
（2020）年度平均値
82％）を超える都市
公園数

広域的な集客力の強
化や多様なニーズに
対応するための整
備・運営状況を総合
的に評価できること
から選定しました。

直近の令和２
（2020）年度に調査
を行った３公園の利
用満足度の平均値82%
を考慮して目標値を
設定しました。

２公園 ５公園

11-3

県と市町が連携
して木造住宅の
耐震化に取り組
む戸数（累計）

市町が取り組んでい
る木造住宅の耐震化
を促進するために、
耐震性のない木造住
宅の耐震改修と除却
に対して県が補助し
た戸数

甚大な被害が想定さ
れる南海トラフ地震
に備え、住宅の耐震
化を推進し、地震災
害に対するまちの安
全性を確保すること
は重要であることか
ら、耐震化に係る指
標を選定しました。

実績戸数に変動があ
るため、直近の令和
２（2020）年度、令
和３（2021）年度の
実績の平均から、年
間600戸の補助を見込
んでいます。年間600
戸の５年間の累計と
して3,000戸を目標に
設定しました。

― 3,000戸
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令和８年度の
目標値の
設定理由

目標値
【令和８】

現状値
【令和３】

選定理由
施策
番号

項目 項目の説明

11-3

県と連携して積
極的に空き家対
策に取り組む市
町の割合

空家等対策計画に基
づいて、県の技術的
支援を受けながら、
空き家の活用および
除却を推進するた
め、空き家の改修や
除却の補助制度を整
備している市町の割
合

空き家問題は、現在
の住宅を取り巻く大
きな課題であり、多
くの県民にとって身
近なものであること
から、空き家に係る
指標を選定しまし
た。

令和８（2026）年度
までに空家率の高い
中南勢地域、伊勢志
摩地域、東紀州地域
の市町を中心に段階
的に補助制度が創設
されることをめざし
設定しました。

58％
17市町／29

市町

82％
24市町／29

市町

行政
運営
７

公共事業の適正
な執行

「三重県公共事業評
価審査委員会」、
「三重県入札等監視
委員会」の調査審議
等を受け、公共事業
が適正に執行されて
いること

県民の皆さんから公
共事業に対する信頼
を得るため、公共事
業の実施プロセスの
公正性・透明性と事
業が適正に行われて
いることを示す必要
があることから、選
定しました。

「三重県公共事業評
価審査委員会」、
「三重県入札等監視
委員会」を開催し、
公共事業の公平性・
透明性を適正に確保
する必要があるた
め、目標値を適正な
執行の継続に設定し
ました。

適正に
執行

適正な執行
の継続

行政
運営
７

週休二日制工事
（４週８休）の
達成率

週休二日制として発
注した工事のうち、
４週８休を達成した
工事の割合

建設業では、若年者
の入職が年々減少
し、将来の担い手不
足が大きな課題と
なっています。将来
の担い手確保のた
め、休日の確保等の
職場改善に取り組む
ことが必要なことか
ら、選定しました。

働き方改革を推進す
るため、週休二日
（４週８休）等の労
働環境改善の取組を
一層、定着させる必
要があることから、
目標値を100％としま
した。

37% 100%

行政
運営
７

ＩＣＴ活用工事
（土工）の実施
率

ＩＣＴ活用工事（土
工）の対象として発
注された工事のう
ち、ＩＣＴを活用し
た工事の割合

建設業の担い手確保
のため、建設現場に
おけるＩＣＴ技術を
より一層推進してい
く必要があり、土工
については一定のＩ
ＣＴ技術が確立され
ていることから選定
しました。

ＩＣＴ活用工事（土
工）については、小
規模土工における技
術が進展しているこ
とから、一般的に使
用されることを見込
み、目標値を100%と
しました。

65% 100%

行政
運営
７

建設工事等の受
注者への不当要
求等に対する適
正な履行環境の
確保

「三重県建設工事等
不当要求等防止協議
会」を積極的に運用
し、建設工事等の受
注者への不当要求等
が排除され、適正な
履行環境が確保され
ていること

建設業者が安心して
事業を営むことがで
きるよう、建設工事
等の受注者への不当
要求等の根絶に向け
取り組む必要がある
ことから、選定しま
した。

建設工事等の受注者
への不当要求につい
ては、根絶する必要
があるため、適正な
履行環境の継続的な
確保をめざします。

適正な履行
環境を確保

適正な履行
環境の継続

的な確保
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（
４
）
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標
」
に
よ
り
施
設
整
備
を
計
画
的
に
推
進

〇
砂
防
堰
堤
の
整
備

〇
河
川
の
堤
防
強
化
対
策

〇
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
帯
の

海
岸
堤
防
の
耐
震
対
策
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〇
リ
ス
ク
情
報
を
発
信
し
ま
す
。

住
民

の
早

期
避

難
を

支
援

す
る

た
め

、
洪

水
や

高
潮

に
よ

る
浸

水
想

定
区

域
や

土
砂

災
害

警
戒

区
域

等
を

指
定

し
、

市
町

が
作

成
す

る
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
基

礎
資

料
と

し
て

提
供

す
る

と
と

も
に

、
県

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
て

い
ま

す
。

〇
迅
速
に
災
害
に
対
応
し
ま
す
。

被
災

を
早

期
に

把
握

し
初

動
を

迅
速

化
す

る
た

め
、

道
路

・
河

川
の

重
点

監
視

箇
所

に
監

視
カ

メ
ラ

を
設

置
し

、
県

庁
に

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

ル
ー

ム
を

設
置

す
る

な
ど

の
危

機
管

理
体

制
を

強
化

す
る

取
組

を
進

め
ま

す
。

近
年

の
気

候
変

動
に

伴
い
施
設
の
計
画
規
模
を
上
回
る
豪
雨
が
頻
発

し
て

お
り

、
こ

の
よ

う
な

豪
雨

災
害

か
ら

人
命

を
守

る
た

め
に

は
、

住
民

が
早

期
に

避
難

行
動

を
起

こ
す

た
め

の
リ
ス
ク
情
報
の
提
供
と
、

初
動

を
迅

速
化

す
る

た
め

の
危
機
管
理
体
制
の
強
化
が
重
要

と
な

っ
て

い
ま

す
。

水
災
害
等
リ
ス
ク
の
増
大
に
備
え
た
対
応
の
強
化

・
⿁
怒
川
が
決
壊
・
氾
濫

・
避
難
遅
れ
に
よ
る
孤
立

・
球
磨
川
の
決
壊
・
氾
濫

・
要
配
慮
者
利
用
施
設
で
の
人
的
被
害

平
成
27
年
9月
関
東
・
東
北
豪
雨

令
和
2年

7月
豪
雨

≪
豪
雨
災
害
が
頻
発
≫

洪
水

土
砂
災
害

降
雨

≪
水
災
害
リ
ス
ク
の
指
標
の
事
例
≫

近
年
の
県
内
に
お
け
る
警
戒
レ
ベ
ル
４
相
当
の
事
象
の
発
生
回
数

氾
濫
危
険
水
位

超
過

土
砂
災
害

警
戒
情
報
発
表

記
録
的
短
時
間

大
雨
情
報

3回
10
回

6回
R2
年
度

R3
年
度

R4
年
度

（
4月
～
9月
）

6回
3回

3回

3回
12
回

2回

【
住

民
避

難
の

支
援

及
び

危
機

管
理

体
制

の
強

化
】

【
水

災
害

等
リ

ス
ク

の
増

大
】
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水
災
害
等
リ
ス
ク
情
報
の
周
知

洪
水
や
高
潮
の
浸
水
想
定
区
域
や
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
し
、
市
町
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
を
支
援

≪
河
川
管
理
者
≫
浸
水
想
定
区
域
図
の
作
成
・
指
定

資
料
提
供
＆
技
術
支
援

≪
市
町
≫
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
・
公
表

周
知
＆
啓
発

≪
住
民
≫
早
期
の
避
難
行
動

≪
W
EB
サ
イ
ト
等
≫
デ
ー
タ
の
活
用

「
浸
水
ナ
ビ
」
に
よ
る

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

オ
ー
プ
ン

デ
ー
タ
化

N
H
Kに
よ
る

防
災
情
報
の
発
信

確
認
・
準
備

（
現
在
は
水
位
周
知
河
川
38
河
川
に
つ
い
て
、
32
河
川

20
市
町
が
作
成
・
公
表
済
み
）

県
Ｈ
Ｐ

公
開

～
河
川
の
浸
水
想
定
区
域
図
作
成
か
ら
住
民
の
早
期
避
難
行
動
ま
で
～

防
災
ア
プ
リ
等

の
利
用

「
M
Yま
っ
ぷ
ラ
ン
」
に
よ
る

避
難
経
路
の
作
成
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河
川
の
浸
水
想
定
区
域
の
指
定

《水
防
法
改
正
に
伴
う
浸
水
想
定
区
域
図
の
変
遷
》

H
1
3

《三
重
県
に
お
け
る
取
組
み
》

河
川
の
ソ
フ
ト
対
策
と
し
て

浸
水
想
定
区
域
図
の
作
成
に
着
手

（
安
濃
川
・
岩
田
川
）

H
1
7

H
2
7

H
2
8

法
改
正
に
伴
う
、
見
直
し
に
着
手

H
3
0

そ
の
他
河
川
の
作
成
・
公
表
を
推
進

H
1
9

R
4

全
て
の
県
管
理
河
川

（
5
4
6
河
川
）
の

作
成
・
指
定
が
完
了

（
令
和
4
年
7月
26
日
）

河
川
に
係
る
水
害
リ
ス
ク
情
報
空
白
域
が
解
消
（
全
国
で
5番
目
）

【
法
改
正
】
（
平
成
1
7年
5
月
2日
）

水
位
周
知
河
川
を
対
象
に
作
成
が
義
務
化
さ
れ
る

【
法
改
正
】
（
令
和
3
年
1
1
月
1日
）

水
害
リ
ス
ク
情
報
の
空
白
域
を
解
消
す
る
た
め
、

防
御
対
象
の
あ
る
す
べ
て
の
河
川
流
域
に
拡
大

【
法
改
正
】
（
平
成
2
7年
1
1
月
1
9日
）

「
想
定
し
得
る
最
大
規
模
の
降
雨
」
を
前
提
に
作

成
が
義
務
化

①
想
定
最
大
規
模
の
降
雨
に
お
け
る
浸
水
範
囲
と

浸
水
深
を
明
示

②
垂
直
避
難
の
可
否
の
判
断
の
た
め
の
浸
水
継
続

時
間
の
明
示

③
氾
濫
流
、
洗
堀
等
に
よ
り
家
屋
被
害
の
恐
れ
の

あ
る
範
囲
を
明
示

R
3

引
き
続
き
、

そ
の
他
河
川
の
作
成
・
公
表
を
推
進

水
位
周
知
河
川
の
作
成
・
指
定
が
完
了

水
位
周
知
河
川
（
3
8河
川
）
の
見
直
し
と

追
加
作
成
・
指
定
が
完
了

5年
後
の
達
成
目
標
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伊
勢

湾
沿

岸
に

つ
い

て
、

水
防

法
に

基
づ

き
「

水
位

周
知

海
岸

」
と

「
高

潮
浸

水
想

定
区

域
」

を
指

定
し

ま
す

。

■
高
潮
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
（
令
和
4年
度
末
）

・
想

定
最

大
規

模
の

高
潮

が
発

生
し

た
場

合
の

浸
水

の
範

囲
と

深
さ

、
継

続
時

間
の

想
定

を
も

と
に

指
定

。
（

令
和

2年
8月

、
浸

水
想

定
区

域
図

を
公

表
済

）

・
高

潮
時

の
円

滑
か

つ
迅

速
な

避
難

を
確

保
し

、
水

災
に

よ
る

被
害

の
軽

減
を

図
る

。

想
定

最
大

規
模

（
※

）
の

高
潮

に
よ

る
浸

水
を

想
定

。

※
室

戸
台

風
（

昭
和

9年
）

相
当

の
中

心
気

圧
（

伊
勢

湾
で

91
0h

a）
、

伊
勢

湾
台

風
（

昭
和

34
年

）
相

当
の

半
径

（
75

km
）

・
移

動
速

度
（

時
速

73
km

）
の

台
風

が
、

様
々

な
コ

ー
ス

で
接

近
す

る
こ

と
を

想
定

高
潮
に
よ
る
水
害
リ
ス
ク
（
伊
勢
湾
沿
岸
の
高
潮
浸
水
想
定
区
域
指
定
）

■
高
潮
特
別
警
戒
水
位
の
設
定
（
令
和
4年
度
末
）

・
高

潮
に

よ
る

災
害

の
発

生
を

特
に

警
戒

す
べ

き
水

位
と

し
て

、
高

潮
特

別
警

戒
水

位
を

設
定

。
（

警
戒

レ
ベ

ル
５

緊
急

安
全

確
保

相
当

）

・
高

潮
特

別
警

戒
水

位
に

達
し

た
場

合
に

は
そ

の
旨

を
関

係
市

町
等

に
通

知
。

（
令

和
５

年
４

月
以

降
）

■
水
位
周
知
海
岸
の
指
定
（
令
和
4年
度
末
）

・
高

潮
に

よ
り

相
当

な
損

害
を

生
ず

る
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
と

し
て

指
定

。

5 
 緊

急
安

全
確

保

4
避

難
指

示

3
高

齢
者

等
避

難

2 
 避

難
準

備

警
戒

レ
ベ

ル

・
高
潮
に
よ
る
浸
水
リス
ク
の
周
知
が
進
ん
で
い
な
い
。

・
水
防
活
動
に
従
事
す
る
者
の
安
全
確
保
を
判
断
す
る

た
め
の
水
位
情
報
が
な
い
。

●
こ
れ
ま
で
の
課
題

●
指
定
後

■
市
町
は
ハ
ザ
ー
ド
マ
ップ
を
作
成
・配
布
し
、住
民
等
の
自
主
的
な

避
難
を
促
す
。
【指
定
に
伴
う義
務
】

■
市
町
は
危
険
を
伴
う水
防
活
動
に
従
事
す
る
者
の
安
全
確
保
に

配
慮
し
た
水
防
計
画
に
変
更
す
る
。
【義
務
】

指
定
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Ｒ
４

年
度

水
位
周
知
海
岸
の
指
定

高
潮
浸
水
想
定
区
域
の
指
定

伊
勢
湾
沿
岸
の
高
潮
浸
水
想
定
区
域
指
定

（
指
定
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）

高
潮

特
別

警
戒

水
位

の
検

討

（
三

重
県

防
災

会
議

に
諮

り
水

防
計

画
に

規
定

）

水
位
周
知
海
岸
の
指
定

３
月

中
旬

３
月

下
旬

高
潮
浸
水
想
定
区
域
の
指
定

（
三

重
県

公
報

に
て

告
示

）

市
町

へ
説

明
8月

（
桑

名
市

、
四

日
市

市
、

鈴
鹿

市
、

津
市

、
松

阪
市

、
伊

勢
市

、
木

曽
岬

町
、

朝
日

町
、

川
越

町
、

明
和

町
、

玉
城

町
）

高
潮
ハ
ザ
ー
ド
マ
ップ
の
作
成
例
（
桑
名
市
）

市
町

は
、

危
険

を
伴

う
水

防
活

動
に

従
事

す
る

者
の

安
全

確
保

に
配

慮
し

た
水

防
計

画
に

変
更

す
る

。

高
潮

浸
水

想
定

区
域

図
の

公
表

8月

潮
位

情
報

シ
ス

テ
ム

の
整

備

4月
1日

高
潮
特
別
警
戒
水
位
へ
の

到
達
情
報
の
通
知
を
開
始

「
み
え
元
気
プ
ラ
ン
」

施
策

1-
3 

災
害

に
強

い
県

土
づ

く
り

基
本

事
業

４
（

高
潮

浸
水

区
域

情
報

の
掲

載
率

）

市
町

は
、

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
を

作
成

・
配

布
し

、
住

民
等

の
自

主
的

な
避

難
を

促
す

。

熊
野

灘
沿

岸
の

高
潮

浸
水

想
定

区
域

を
指

定
（

R７
年

度
予

定
）

Ｒ ５ 年 度 着 手

36



土
砂
災
害
に
関
す
る
リ
ス
ク
情
報
（
土
砂
災
害
情
報
提
供
ｼｽ
ﾃﾑ
）

三
重
県
土
砂
災
害
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム

県
民

の
皆

さ
ん

の
避

難
行

動
や

市
町

に
よ

る
避

難
指

示
等

の
発

令
を

適
時

・
適

切
に

行
っ

て
い

た
だ

け
る

よ
う

、
「

三
重

県
土

砂
災

害
情

報
提

供
シ

ス
テ

ム
」

を
運

用
し

て
い

ま
す

。
土

砂
災

害
が

想
定

さ
れ

る
土

砂
災

害
（

特
別

）
警

戒
区

域
を

閲
覧

す
る

こ
と

が
で

き
、

お
住

ま
い

の
地

域
に

危
険

な
場

所
が

な
い

か
確

認
で

き
ま

す
。

今
年

度
、

県
民

の
皆

さ
ん

に
、

よ
り

分
か

り
や

す
く

情
報

を
提

供
で

き
る

よ
う

シ
ス

テ
ム

を
更

新
し

ま
す

。

○
土
砂
災
害
（
特
別
）
警
戒
区
域
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土
砂
災
害
に
関
す
る
リ
ス
ク
情
報
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
指
定
）

一 巡 目 二 巡 目 三 巡 目 以 降

◆
令
和
元
年
度
調
査
完
了
（
基
礎
調
査
完
了
箇
所
数
１
６
，
２
０
８
箇
所
）

◆
令
和
３
年
６
月

三
重
県
全
域
の
土
砂
災
害
警
戒
区
域
指
定
完
了

（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
数
１
５
，
９
３
２
箇
所
）

◆
二
巡
目
の
基
礎
調
査
の
実
施

◆
二
巡
目
の
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

◆
三
巡
目
以
降

お
お
む
ね
５
年
ご
と
に
繰
り
返
し
調
査

土
砂
災
害
防
止
対
策
基
本
指
針

よ
り

二
巡

目
以

降
の

基
礎

調
査

に
つ

い
て

は
、

お
お

む
ね

５
年

ご
と

に
、

各
区

域
に

お
け

る
地

形
や

土
地

利
用

の
状

況
等

を
確

認
し

、
変

化
が

認
め

ら
れ

た
箇

所
に

つ
い

て
現

地
確

認
を

行
う

な
ど

、
詳

細
な

調
査

を
行

う
も

の
と

す
る

。
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危
険
な
盛
土
の
通
報
窓
口
『
盛
土
１
１
０
番
』

令
和
４
年
６
月
１
日
か
ら
運
用
を
開
始

現
地
の
対
応
状
況

対
応

完
了

（
措

置
不

要
）

８
件

問
合

せ
・

相
談

な
ど

３
件

引
き

続
き

経
過

監
視

な
ど

を
実

施
１

３
件

新
た
な
危
険
盛
土
へ
の
対
応
（
盛
土
１
１
０
番
の
運
用
状
況
）

運
用

開
始

か
ら

３
ヶ

月
間

、
２

４
件

の
情

報
を

お
寄

せ
い

た
だ

い
て

い
ま

す
。

2
0
件

4
件

0
件

0

1
0

2
0

3
0

月
別
件
数

６
月

７
月

８
月

市
町
別
件
数

❶
(1
)

❶
❸
(3
)

❺
(2
)
❹

❷
(2
)

❶

❶
❶

❹
(4
)

❶
(1
)

『
盛
土
１
１
０
番
』
が
よ
り
活
用
さ
れ
る
た
め
、
広
報
活
動
の
継
続
に
加
え
、
よ
り
通
報
し
や
す
い
方
法
等
も
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

【
対

応
完

了
（

措
置

不
要

）
】

現
地

調
査

等
を

踏
ま

え
、

法
令

等
で

定
め

る
届

出
に

不
備

が
な

く
、

盛
土

の
形

状
な

ど
現

場
が

安
全

と
認

め
ら

れ
る

件
数

【
引

き
続

き
経

過
監

視
な

ど
を

実
施

】
土

砂
の

搬
入

搬
出

、
盛

土
形

状
の

変
更

が
今

も
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
な

ど
か

ら
、

今
後

も
経

過
観

察
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

件
数

【
問

合
せ

・
相

談
な

ど
】

こ
れ

か
ら

盛
土

が
行

わ
れ

る
こ

と
に

関
す

る
相

談
や

盛
土

に
関

す
る

法
令

等
へ

の
問

い
合

わ
せ

の
件

数
通

報
件

数
は

運
用

当
初

の
６

月
が

最
多

:
通

報
の

あ
っ

た
市

町
と

件
数

・
通

報
を

受
け

た
箇

所
は

、
現

地
調

査
を

行
い

現
場

状
況

を
確

認
し

て
い

ま
す

。
・

対
応

状
況

を
毎

月
H

Pに
掲

載
し

、
県

民
の

皆
さ

ん
に

お
知

ら
せ

し
ま

す
。

通
報
い
た
だ
い
た
盛
土
へ
の
対
応

※
通
報
い
た
だ
い
た
箇
所
に
お
い
て
現
時
点
で
周
囲
に
被

害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
危
険
な
盛
土
は
あ
り
ま
せ
ん
。

❶
:

上
記

の
内

、
経

過
監

視
し

て
い

る
件

数
(1
)
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簡
易
型
河
川
監
視
カ
メ
ラ

危
機
管
理
体
制
の
強
化

～
河
川
監
視
カ
メ
ラ
・
水
位
計
等
の
配
備
拡
充
～

水
位
及
び
画
像
デ
ー
タ
の
両
方
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
収
集
・
提
供
を
行
い
、
住
民
の
早
期
避
難
を
促
進

重
点
監
視
箇
所
に

簡
易
型
河
川
監
視
カ
メ
ラ

と
水
位
計
を
整
備
！

危
機
管
理
型
水
位
計

水
位
や
画
像
は
「
川
の
水
位
情
報
」
で
確
認

水
位
を
確
認
す
る
時
は

を
ク
リ
ッ
ク
！

画
像
を
確
認
す
る
時
は

を
ク
リ
ッ
ク
！

カ
メ
ラ
画
像
（
通
常
時
）

カ
メ
ラ
画
像
（
出
水
時
）

R
3末
設
置
済

4
4箇
所

R
4設
置
予
定

1
3箇
所

R
5以
降
設
置
予
定

4
5箇
所

R
8末
ま
で
に

1
02
箇
所

河
川
水
位
の
変
化

を
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
発
信
！

河
川
の
状
況
を

リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
発
信
！

住
民
の
方
々

は
避
難
時
期

の
判
断
材
料

に
活
用

早
期
避
難
を

促
進
す
る
た

め
、
切
迫
性

の
あ
る
河
川

情
報
を
提
供

ア
イ
コ
ン
表
示
の
例
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危
機
管
理
体
制
の
強
化

～
道
路
監
視
カ
メ
ラ
等
の
配
備
・
拡
充
～

異
常
気
象
時
で
も
安
全
に
避
難
・
移
動
で
き
る
よ
う

情
報
発
信
と
迅
速
な
初
動
体
制
の
強
化
を
推
進

（
地
域
状
況
の
見
え
る
化
）

建
設
事
務
所

職
員
B

現
場

職
員
A

地
域
の
災
害
情
報
を
収
集

道
路
監
視
カ
メ
ラ
の
配
備
・
拡
充

撮
影
・
投
稿

県
庁

職
員

◆
写
真
共
有
シ
ス
テ
ム
の
運
用
（
令
和
４
年
６
月
よ
り
）

事
務
所

職
員

◆
県
Ｈ
Ｐ
：
道
路
規
制
情
報
の
共
有

国
、
県
等
地
域
情
報
の
活
用

効
果
的
な
情
報
発
信

（
迅
速
な
初
動
対
応
）

迅
速
な
初
動
対
応

◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
で
の
放

送
電
話
応
答
サ
ー
ビ
ス
な
ど

◆
利
用
者
が
拡
大
し
て
い
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
県
土
整
備
部

T
w
it
te
r）
も
活
用
し
て
、
リ
ア
ル
な
道
路
情
報
を
発
信
。

国
、
県
等
か
ら
情
報
の
活
用

◆
職
員
に
よ
る
緊
急
対
応

◆
災
害
協
定
に
よ
る
対
応

迅 速 な 通 行 の 確 保

継
ぎ
目
の
な
い
情
報
提
供

災
害
や
通
行
止
め
等
の

事
象
が
発
生
し
た
ら
・
・

◆
日
本
道
路
情
報
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携

安 全 な 避 難 行 動 の 促 進 ・ 交 通 情 報 の 発 信

ド
ロ
ー
ン
等
も
活
用
し
て
情
報
収
集

R
3
末
設
置
済

4
8
箇
所

R
4
設
置
予
定

1
0
箇
所

R
4
以
降
設
置
予
定
4
2
箇
所

R
8
末
ま
で
に
1
0
0
箇
所
予
定

地
理
院
地
図
を
加
工
し
て
作
成

平
常
時
や
災
害
時
に
、
安
全
で
円
滑
な
通

行
を
確
保
す
る
た
め
、
AI
カ
メ
ラ
の
設
置

を
計
画
的
に
整
備
中
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建
設
事
務
所
・
流
域
下
水
道
事
務
所

ド
ロ
ー
ン
、
動
画
カ
メ
ラ
の
活
用

河
川
監
視
カ
メ
ラ

道
路
監
視
カ
メ
ラ

（
土
砂
崩
落
）

大
規
模
災
害
に
オ
ー
ル
県
土
で
立
ち
向
か
う
体
制
づ
く
り

～
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ル
ー
ム
の
設
置
（
７
月
）

迅
速
な
初
動
対
応
を
図
る
た
め
の
体
制
づ
く
り

～
実
践
を
想
定
し
た
独
自
訓
練
の
実
施
（
８
月
）

国
、
市
町
等

関
係
機
関

県
庁

情
報
共
有
、
連
絡
調
整

情
報
共
有
、

連
携
強
化

災
害

対
策

本
部
（
防
災
対
策
部
）

県
土

整
備

部
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
ル

ー
ム

○
防
災
情
報
、
被
災
状
況
の
収
集

○
総
合
的
な
災
害
対
策
の
検
討

＜
独

自
の

実
動

訓
練

＞
事

務
所

（
現

場
）

と
県

庁
で

オ
ン

ラ
イ

ン
で

接
続

＜
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
ル

ー
ム

＞
リ

ア
ル

タ
イ

ム
で

現
場

状
況

の
共

有
が

可
能

Ｒ
４

独
自

訓
練

【
目
標
】
訓
練
を
重
ね
、
職
員
全
体
の
災
害
即
応
力
向
上
を
目
指
す

（
本
庁
）

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ル
ー
ム

大
型
モ
ニ
タ
ー
４
面
新
設

全
て
の
事
務
所
（
現
場
）

か
ら
ラ
イ
ブ
配
信

（
１
２
事
務
所
）

（
現
場
）

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の
配
信

危
機
管
理
体
制
の
強
化

～
初
動
の
迅
速
化
に
向
け
て
～

【
テ
ー
マ
】

①
全
員
が
参
加
、
②
初
動
体
制
、
③
他
機
関
と
連
携
、
④
新
技
術
の
活
用

迅
速
な
情
報
収
集

連
携
強
化

（
想
定
）
南
海
ト
ラ
フ
地
震
が
発
生

➡ 『迅
速

な
初

動
対

応
』を
訓
練
に
て
実
践

現
場
の
ラ
イ
ブ
映
像
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ル
ー
ム
で
確
認
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（
５
）
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
を
見
据
え
た
地
域
づ
くり
の
推
進
に
つ
い
て

～
賑
わ
い
の
創
出
と観
光
の
復
興
に
む
け
て
～

●
「道
の
駅
」の
新
た
な
連
携
に
よ
る
観
光
PR
の
促
進

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
お
け
る
豊
か
で
活
力
の
あ
る
地
域
づ
く
り
を
実
施
す
る
た
め
、
観
光
復
興
に
向
け
た
道
の
駅
の
利
活
用

や
地
域
の
文
化
、
景
観
に
配
慮
し
た
道
路
空
間
づ
く
り
、
ま
た
、
公
園
を
活
用
し
た
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
以
下
の
取

組
を
推
進
し
ま
す
。 学
校

観
光
関
係
者

三
重
県

役
場

高
速
道
路

国

大
台
町

昴
学
園
高
校
生
徒
の
絵
画
展
示
（
奥
伊
勢
PA
）

（
イ
メ
ー
ジ
）
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

●
熊
野
古
道
の
文
化
を
感
じ
る
道
路
空
間
づ
くり

関
係
部
局
と
連
携
し
、
熊
野
古
道
の
歴
史
的
資
源
を
活
か
し
、
来
訪
者
に

「地
域
文
化
」を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
道
路
空
間
づ
くり
を
推
進
す
る
た
め
、
松

本
峠
（
熊
野
市
）
、
馬
越
峠
（
尾
鷲
市
、
紀
北
町
）
を
対
象
と
し
た
協
議

会
を
設
置
予
定

※
今
後
、
国
や
関
係
市
町
の
協
力
の
も
と
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
よ
る
整
備
メ

ニ
ュ
ー
を
展
開
予
定

連
携
施
策
項
目
（
案
）

文
化
を
感
じ
る

道
路
空
間
づ
く
り
協
議
会

（
仮
称
）
を
設
置
予
定

木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

案
内
表
示
板

観
光
案
内
板

他

道
の
駅
「奥
伊
勢
お
お
だ
い
」を
中
心
と
し
て
、
大
台
町
の
官
民
の
関
係
者

が
連
携
し
、
観
光
資
源
の
発
信
の
た
め
、
「新
・道
の
駅
観
光
連
携
協
議

会
」を
立
ち
上
げ
、
観
光
PR
事
業
を
促
進

※
今
後
、
他
の
道
の
駅
を
核
と
し
て
取
組
を
展
開
予
定

＜
主
な
連
携
事
業
＞

・昴
学
園
高
校
生
徒
に
よ
る
絵
画
展
示

・道
の
駅
で
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
展
示

・道
の
駅
の
施
設
整
備
工
事

・道
路
案
内
表
示
の
設
置
他

【
協
議
会
設
置
の
ポ
イ
ン
ト
】

他
の
観
光
振
興
等
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、

関
係
部
局
と
の
連
携
を
強
化

【
メ
ン
バ
ー
】
（
案
）

・
熊
野
古
道
協
働
会
議

・
国
土
交
通
省
、
三
重
県

・
尾
鷲
市
、
熊
野
市
、
紀
北
町

県
は
、
協
議
会
事
務
局
とし
て
各

連
携
先
との
コ
ー
デ
ィネ
ー
ト
を
行
う
。

県
は
、
協
議
会
事
務
局
とし
て
各
連
携
先
との

コ
ー
デ
ィネ
ー
ト
及
び
施
策
を
実
施
す
る
。

新
た
な
連
携

道
の
駅
「
奥
伊
勢
お
お
だ
い
」
施
設
整
備
工
事
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●
交
流
人
口
の
拡
大
に
向
け
た
新
た
な
賑
わ
い
の
創
出

●
イ
ン
フ
ラ
ツ
ー
リズ
ム

交
流
人
口
の
拡
大
に
向
け
、
熊
野
灘
臨
海
公
園
に
お
い
て
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
と

官
民
連
携
の
相
乗
効
果
に
よ
り
、
広
域
的
な
観
光
誘
客
を
促
進

PC
ス
ペ
ー
ス
を
設
置

令
和
５
年
夏
頃
完
成
予
定

民
間
投
資
に
よ
り
、
公
園
内
に

グ
ラ
ン
ピ
ン
グ
ド
ー
ム
を
整
備
!

令
和
3年
12
月
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

令
和
3年
10
月
完
成

令
和
3年
4月

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

W
i-
Fi
完
備

隣
接
す
る
民
間
宿
泊
施
設
で
も

大
規
模
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
実
施
!

新
プ
ー
ル
整
備

心
身
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
る

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
施
設
を
充
実
!

公
園
内
の
コ
テ
ー
ジ
を

ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
対
応
に
改
修
!

W
i-
Fi
完
備

W
i-
Fi
完
備

東
紀
州
地
域
初
の

グ
ラ
ン
ピ
ン
グ
施
設

公
共
空
間
や
イ
ン
フ
ラ
を
活
用
し
た
、
観
光
誘

客
に
つ
な
が
る
取
組
を
推
進
予
定

ま
た
、
若
手
勉
強
会
に
お
い
て
、
先
進
地
を
参

考
に
イ
ン
フ
ラ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
関
す
る
取
組
を
年

内
に
知
事
・
県
議
会
に
報
告
す
る

令
和
５
年
度
の
実
装
方
針
:

・イ
ン
フ
ラ
施
設
に
訪
れ
た
くな
る
仕
掛
け
づ
くり

・イ
ン
フ
ラ
空
間
の
多
目
的
化

・訪
れ
る
人
に
や
さ
し
い
受
入
環
境
の
整
備

津
軽
ダ
ム
（
青
森
県
）

提
供
：
金
沢
河
川
国
道
事
務
所

月
山
ト
ン
ネ
ル
（
石
川
県
）
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（６）県営都市公園に係る指定管理候補者の選定状況について 

 

１ 概要 

  県土整備部が所管する４つの県営都市公園（北勢中央公園、亀山サンシャインパーク、

大仏山公園及び熊野灘臨海公園）については、現在の指定管理期間が令和５年３月末で終

了することから、令和５年４月から５年間の次期指定管理者の募集・選定手続きを現在進

めています。 

三重県都市公園条例に基づき、外部の有識者等による三重県営都市公園指定管理者選定

委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、令和４年７月 27日の第１回選定委員会

において審査基準及び配点表を決定しました。 

その後、指定管理者の申請を受け付けたところ、「３ 申請に関する事項」のとおり申請

がありました。 

 

２ 選定及び審査に関する事項 

（１）委員の氏名及び役職名 

委員長 板谷 明美  （三重大学大学院生物資源学研究科 准教授） 
   委員  大西 研一 （公認会計士） 
   委員   小林 靖司  （株式会社百五総合研究所 主席研究員） 
   委員   中西 佐智子 （亀山市立野登小学校 校長） 

   委員   竜田 聡 （公募委員） 

 

（２）審査基準及び配点表 

   「別紙１」のとおり。 

 

（３）選定委員会の開催状況及び審議内容 

令和４年 ７月 27日     第１回選定委員会（審査基準及び配点表を決定） 

 10月 26日（予定） 第２回選定委員会（ヒアリング審査・総合審査） 

 

３ 申請に関する事項 

（１）申請者の名称 

  北勢中央公園 亀山ｻﾝｼｬｲﾝﾊﾟｰｸ 大仏山公園 熊野灘臨海公園 

申請者 

・(株)名阪造園 

 

・北勢中央コンソー

シアム 

構成員 

(株)日比谷アメニス

名古屋支店 、 

NPO法人ECCOM 、 

(有)ウス井樹園 

・サンシャインパーク 

ＧＭ(グループ・メンテナンス) 

構成員 

亀山サンシャインパーク

(株) 、 

近藤緑化(株) 

・(有)太陽緑地 ・紀伊長島レクリェ

ーション都市開

発(株) 

申請数 ２団体 １団体 １団体 １団体 
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（２）申請者が作成した事業計画書の要旨 

   「別紙２」のとおり。 

 

４ 進捗状況及び今後の予定 

 （１）進捗状況 

令和４年 ７月 27日 第１回選定委員会（審査基準及び配点表を決定） 

 ８月 12日 募集要項の配布開始 

 ８月 23日～８月26日 現地説明会の開催 

 ９月 ７日～９月13日 申請の受付 

 

 （２）今後の予定 

令和４年 10月 26日 第２回選定委員会（ヒアリング審査・総合審査） 

 11月 下旬 令和４年 11月定例月会議で指定議案を提出 

 １月 指定管理者の指定 

 ３月 指定管理者と協定を締結 

 ４月 １日 指定管理者による施設管理を開始 

※ 次期指定管理期間：令和９年度までの５年間 

 

 

46



県営都市公園指定管理候補者選定に係る審査基準及び配点 
 
総合審査基準： ４００点満点 

審査項目 R4審査基準 配点 

１．県民の平等な

利用を確保する。 

① 公平平等な利用が確保されているか。 10 

② 運営管理の方針が公園の設置目的に合致しているか。 10 

③ 指定管理者への意欲、責任が感じ取れるか。 20 

④ 指定期間（５年間）にわたる管理運営の総合方針や方向性（ビジョン）が明確か。 10 

小計 50 

２．適切な管理を

図る。 

① 県内に本店又は主たる事務所等があるか。 40 

② 管理運営業務の内容が適切に示されているか。 30 

③ 管理運営業務の内容は、業務仕様書等で定める業務水準を満足しているか。 30 

④ 管理運営業務に関連する法令が遵守されるか。 20 

小計 120 

３．効用を最大限

に発揮する。県民

サービスの向上を

図る。 

① 利用促進方策がポストコロナを見据えていて、かつ利用者ニーズの変化を踏まえた効

果的なものか。また、それらの取組に関する情報発信は効果が見込めるか。 
35 

② 利用者への対応内容は適切であるか。 10 

③ 地域住民や教育機関、ＮＰＯ等との連携が図られるか。 15 

④ 自主事業の計画内容は適切であるか。 15 

⑤ 独自提案の内容が有効に働くか。 15 

⑥ 提案された成果目標は適切か。 10 

小計 100 

４．管理の効率化

を図る。 

① 収入・支出の積算と事業計画の内容との整合性は図られているか。 10 

② 事業計画のとおり実施できる収支計画であるか。 20 

③ 経費の縮減が図られているか。 20 

小計 50 

５．必要な人員及

び財政的基礎を有

している。 

① 責任体制及び職員体制は適切であるか。 10 

② 業務実施に関連する資格・能力（経験）はあるか。 10 

③ 人材育成方針及び研修計画は適切であるか。 10 

④ 事故発生時等、危機管理において速やかで適切に対応できるか。 10 

⑤ 施設を持続的・安定的に運営できる能力があるか。 10 

⑥ 安定的な運営管理に必要となる財政的基礎を有しているか。 10 

⑦ 人権尊重社会の実現に貢献する提案であるか。 5 

⑧ 男女共同参画に配慮した提案であるか。 5 

⑨ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主として取り組んでいるか。 5 

⑩ SDGｓの考え方に基づき、持続可能な循環型社会の実現に向け、環境保全活動等に取

り組んでいるか。 
5 

小計 80 

合計 400 

委員会では上記に示す審査項目について事業計画書等の審査を行いますが、「県営都市公

園指定管理者業務仕様書」で示す管理水準を満足する者がない場合等は、今回の公募におけ

る候補者の選定は行わないこともあります。 

別紙１ 
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（別紙２）
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（７）指定管理者が行う公の施設の管理状況報告について 

 

 令和３年度において、県土整備部の公の施設で指定管理者が管理を行った施

設は以下のとおりです。 

 これらの施設について、指定管理者制度に関する取扱要綱に基づき、令和３年

度分の管理状況を報告します。 

  
 

区分 施設の名称 指定管理者の名称 指定の期間 

県
営
都
市
公
園 

県営都市公園 

北勢中央公園 
株式会社名阪造園 H30.4.1～R5.3.31 

県営都市公園 

鈴鹿青少年の森 
三重県森林組合連合会 H30.4.1～R5.3.31 

県営都市公園 

亀山ｻﾝｼｬｲﾝﾊﾟｰｸ 
サンシャインパーク GM H30.4.1～R5.3.31 

県営都市公園 

大仏山公園 
有限会社太陽緑地 H30.4.1～R5.3.31 

県営都市公園 

熊野灘臨海公園 

紀伊長島ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

都市開発株式会社 
H30.4.1～R5.3.31 

下
水
道
施
設 

 

三重県 

流域下水道施設 

公益財団法人 

三重県下水道公社 
H31.4.1～R6.3.31 

県
営
住
宅
及
び
特
定
公
共
賃
貸
住
宅 

三重県営住宅 

＜北勢ﾌﾞﾛｯｸ＞ 

鈴鹿亀山不動産事業 

協同組合 
H31.4.1～R6.3.31 

三重県営住宅及び三重県

特定公共賃貸住宅 

＜中勢伊賀ﾌﾞﾛｯｸ＞ 

伊賀南部不動産事業 

協同組合 
H31.4.1～R6.3.31 

三重県営住宅及び三重県

特定公共賃貸住宅 

＜南勢ﾌﾞﾛｯｸ＞ 

三重県南勢地区管理事業

共同体 
H31.4.1～R6.3.31 

三重県営住宅 

＜東紀州ﾌﾞﾛｯｸ＞ 

三重県南勢地区管理事業

共同体 
H31.4.1～R6.3.31 
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■指定管理者の自己評価の基準 

評価項目１の評価： 

「Ａ」業務計画を順調に実施し、特に優れた実績を上げている。 

 「Ｂ」業務計画を順調に実施している。  

「Ｃ」業務計画を十分には実施できていない。 

 「Ｄ」業務計画の実施に向けて、大きな改善を要する。 

 

評価項目２、３の評価： 

「Ａ」当初の目標を達成し、特に優れた実績を上げている。 

 「Ｂ」当初の目標を達成している。 

 「Ｃ」当初の目標を十分には達成できていない。 

 「Ｄ」当初の目標を達成できず、大きな改善を要する。 

 

 

 

■県の評価の基準 

「＋」指定管理者の自己評価に比べて高く評価する。 

 「－」指定管理者の自己評価に比べて低く評価する。 

 「 」（空白）指定管理者の自己評価と概ね同じ評価とする。 
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜令和３年度分＞（概要）

目標 実績 目標 実績

235,000人 177,234人 280,000人 160,591人

指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価

1
管理業務の
実施状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

2
施設の利用
状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

3
成果目標及び
その実績

Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｄ ＋ Ｄ ＋

県の総括的な
評価

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務仕様書に
基づき適切に行っており、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、昨年度に引き続き
、新型コロナウイルス感染症の影響で集客が
困難な中で、指定管理者において、感染防止
対策を徹底した上でのイベント開催や、公園
ホームページ及びＳＮＳを活用した情報発信
等を行って集客に努めたことから、指定管理
者の自己評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、北勢地域に
おける新型コロナウイルス感染症の感染状況
が県内でも顕著だったことから、公園利用者
数は目標値の75.4％となった。しかし、集客
が困難な状況でも、感染防止対策を徹底しな
がら、利用者が安全・安心に利用できるよう
適切な管理業務を行うとともに、公園の利用
促進に最大限努めたことから、県としては自
己評価よりも高いＢ相当の評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・指定管理者には、利用者の安全確保に向け
た施設の適切な維持管理の徹底とともに、野
球場やテニスコートといったスポーツ施設と
、自然林や里山保存エリアなどの恵まれた自
然をともに有する当公園の特色を最大限に生
かす利用促進策の更なる展開を期待する。

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務仕様書に
基づき適切に行っており、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、昨年度に引き続き
、新型コロナウイルス感染症の影響で集客が
困難な中で、指定管理者において、感染防止
対策を徹底した上でのイベント開催や、公園
ホームページ及び鈴鹿市広報を活用した情報
発信を行って集客に努めたことから、指定管
理者の自己評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、例年なら多い遠足
などの学校利用や鈴鹿青少年センター利用者
が少なかったことなどから、公園利用者数は
目標値の57.3％となった。しかし、集客が困
難な状況でも、感染防止対策を徹底しなが
ら、利用者が安全・安心に利用できるよう適
切な管理業務を行うとともに、公園の利用促
進に最大限努めたことから、県としては自己
評価よりも高いＢ相当の評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・指定管理者には、今後Park-PFI事業で整備
する「ロードサイドエリア」の開業や、戻り
つつある学校利用に対応して、利用者の安全
確保に向けた適切な維持管理の徹底と、施設
を最大限に生かす利用促進策の更なる展開を
期待する。

R3

県営都市公園　鈴鹿青少年の森

三重県森林組合連合会

・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
・公園の利用者への案内に関する業務
・条例に基づく公園の利用時間の変更、公園
内の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園施設のうち野球場、テニスコートの利
用の許可
・公園の利用の促進
・その他の業務

内容

・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
・公園の利用者への案内に関する業務
・条例に基づく公園の利用時間の変更、公園
内の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園の利用の促進
・その他の業務

施設の名称

業務の内容

指定管理者の
名称

県営都市公園　北勢中央公園

R2 R3

株式会社名阪造園

評価項目
と内容

成果目標
及び実績

内容

年間公園利用者数 年間公園利用者数

R2
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜令和３年度分＞（概要）

目標 実績 目標 実績

810,000人 690,474人 215,000人 194,021人

指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価

1
管理業務の
実施状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

2
施設の利用
状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

3
成果目標及び
その実績

Ｄ ＋ Ｃ ＋ Ｃ ＋ Ｃ ＋

施設の名称

業務の内容

指定管理者の
名称

成果目標
及び実績

評価項目
と内容

県の総括的な
評価

R3

年間公園利用者数

内容

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務仕様書に
基づき適切に行っており、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、昨年度に引き続き
、新型コロナウイルス感染症の影響で集客が
困難な中で、指定管理者において、感染防止
対策を徹底した上でのイベント開催や、公園
ホームページ、観光情報誌及び亀山市広報を
活用した情報発信等を行って集客に努めたこ
とから、指定管理者の自己評価と同じ評価と
した。

・「成果目標及びその実績」は、高速道路の
利用状況が新型コロナウイルス感染症の拡大
前の水準まで戻らず、公園利用者数は目標値
の85.2％となった。しかし、感染防止対策を
徹底しながら、利用者が安全・安心に利用で
きるよう適切な管理業務を行うとともに、公
園の利用促進に最大限努めたことから、県と
しては自己評価よりも高いＢ相当の評価とし
た。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・指定管理者には、ハイウェイオアシスであ
ることや、ボランティア活動など地域とのつ
ながりがあることを生かして、利用者の安全
確保に向けた施設の適切な維持管理の徹底と
ともに、高速道路利用者からも、地域住民か
らも愛される公園をめざした管理運営を期待
する。

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務仕様書に
基づき適切に行っており、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、昨年度に引き続き
、新型コロナウイルス感染症の影響で集客が
困難な中で、指定管理者において、感染防止
対策を徹底した上でのイベント開催や、公園
ホームページ及びＳＮＳを活用した情報発信
等を行って集客に努めたことから、指定管理
者の自己評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて例年実施して
いるイベントを中止したことなどから、公園
利用者数は目標値の90.2％となった。しかし
、感染防止対策を徹底しながら、利用者が安
全・安心に利用できるよう適切な管理業務を
行うとともに、公園の利用促進に最大限努め
たことから、県としては自己評価よりも高い
Ｂ相当と評価した。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・指定管理者には、利用者の安全確保に向け
た施設の適切な維持管理の徹底とともに、野
球場やテニスコートなどスポーツ施設に加え
て、自然散策路などの恵まれた自然をともに
有する当公園の特色を最大限に生かした利用
促進策の更なる展開を期待する。

県営都市公園　大仏山公園

有限会社太陽緑地

R2 R3 R2

サンシャインパークGM

・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
・公園の利用者への案内に関する業務
・条例に基づく公園の利用時間の変更、公園
内の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園施設のうち野球場、テニスコート及び
ゲートボール場の利用の許可
・公園の利用の促進
・その他の業務

内容

年間公園利用者数

・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
・公園の利用者への案内に関する業務
・条例に基づく公園の利用時間の変更、公園
内の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園の利用の促進
・その他の業務

県営都市公園　亀山サンシャインパーク
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜令和３年度分＞（概要）

目標 実績 目標 実績

580,000人 570,835人 ＣＯＤ 18mg/l 12mg/l

T-N 14mg/l 11mg/l

76%以下 74.9%

指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価

1
管理業務の
実施状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

2
施設の利用
状況

Ｃ ＋ Ｂ Ａ Ａ

3
成果目標及び
その実績

Ｃ ＋ Ｂ Ａ Ａ

施設の名称 県営都市公園　熊野灘臨海公園 三重県流域下水道施設

指定管理者の
名称

紀伊長島レクリェーション都市開発株式会社 公益財団法人三重県下水道公社

業務の内容

・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
・公園の利用者への案内に関する業務
・条例に基づく公園の利用時間の変更、公園
内の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園の利用の促進
・その他の業務

・流域下水道の機械設備及び電気設備の運転
操作に関する業務
・流域下水道の施設、設備及び備品の維持管
理に関する業務
・その他の業務

内容 内容

主な成果目標及
び実績

目標放流水質
（最大値）
【北部浄化
センター】

年間公園利用者数

汚泥含水率
【北部浄化センター】

県の総括的な
評価

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務仕様書に
基づき適切に行っており、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、昨年度に引き続き
、新型コロナウイルス感染症の影響で集客が
困難な中で、指定管理者において、感染防止
対策を徹底した上でのイベント開催や、ＳＮ
Ｓを活用した情報発信等を行って集客に努め
たことから、指定管理者の自己評価と同じ評
価とした。

・「成果目標及びその実績」は、公園利用者
数が目標値の98.4%となった。これは、感染防
止対策を徹底しながら、利用者が安全・安心
に利用できるよう適切な管理業務を行うとと
もに、道の駅を中心とした公園の利用促進に
努めた結果といえることから、県としても指
定管理者の自己評価と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・指定管理者には、利用者の安全確保に向け
た施設の適切な維持管理の徹底とともに、
Wifiを整備したオートキャンプ施設やグラン
ピング施設、コテージなどと、隣接する民間
宿泊施設の相乗効果を最大限に発揮すること
で、大都市からのレジャー需要の受け皿とし
ての機能の強化を図り、更なる利用促進につ
なげることを期待する。また、道の駅を利用
する観光客を当公園のその他の地区へ誘導し
て、公園全体の利用促進を図る方策の展開を
期待する。

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務計画書に
定めた管理業務について、年間を通じ、目標
放流水質での運転管理に努め、安定したサー
ビスの提供を行ったため、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止対策を実施の上、施設見学
者の受入や出前教室など積極的に下水道の普
及啓発に取り組んだことから、指定管理者の
自己評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、下水処理に
係る専門的な知識とノウハウを活かし、放流
水質、汚泥含水率の目標を達成でき、コスト
縮減も目標以上の成果を上げていることか
ら、指定管理者の自己評価と同じ評価とし
た。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・今後も新型コロナウイルス感染症拡大防止
対策を実施し、安定した維持管理体制の継続
に努め、目標放流水質を遵守した良好な放流
水質を確保するとともに、引き続き積極的な
普及啓発に取り組むことを期待する。

・施設の長寿命化等によるライフサイクルコ
スト低減に向けた効果的な点検や適切な維持
管理及び修繕についても期待する。

R2 R3 R2 R3
評価項目と内容
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜令和３年度分＞（概要）

目標 実績 目標 実績

毎月2回
以上

月平均
3.9回

毎月2回
以上

月平均
5.7回

1時間
以内

緊急な修
繕要望等
に1時間以
内に対応

1時間
以内

緊急な修
繕要望等
に1時間以
内に対応

指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価

1
管理業務の
実施状況

Ａ Ａ Ａ Ａ

2
施設の利用
状況

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

3
成果目標及び
その実績

Ａ Ａ Ａ Ａ

県の総括的な
評価

R3

施設の名称

業務の内容

指定管理者の
名称

建物等の点検確認

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、入居者アン
ケートにおいて、86.7％が「どちらかと言え
ば住みやすい」以上の評価をしており、指定
管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、令和3年度の入居
率が前年度に対して減少しているものの減少
幅が2.0％であったため、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、建物点検回
数を月平均3.9回実施しており、また、入居
者アンケートにおいて、修繕のあった入居者
の89.2％が「思っていたとおりの対応時間」
以上の評価をしていることから、指定管理者
の自己評価と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・入居希望者や入居者への丁寧な対応や速や
かで適切な修繕の実施など、今後とも一層の
サービス向上と適切な施設・設備等の管理を
期待する。

鈴鹿亀山不動産事業協同組合

三重県営住宅〈北勢ブロック〉

・県営住宅及び共同施設の管理に関する業務
（県営住宅の入居者の決定、使用料の決定等
を除く）
・県営住宅及び共同施設の施設・設備等の維
持、保守管理、修繕等に関する業務
・その他の業務

内容

成果目標
及び実績

評価項目
と内容

迅速かつ誠実な対応

R2

三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
〈中勢伊賀ブロック〉

伊賀南部不動産事業協同組合

内容

・県営住宅及び県特定公共賃貸住宅並びに共
同施設の管理に関する業務（県営住宅等の入
居者の決定、使用料の決定等を除く）
・県営住宅等及び共同施設の施設・設備等の
維持、保守管理、修繕等に関する業務
・その他の業務

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、入居者アン
ケートにおいて、90.5％が「どちらかと言え
ば住みやすい」以上の評価をしており、指定
管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、令和3年度の入居
率が前年度に対して減少しているものの減少
幅が1.6％であったため、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、建物点検回
数を月平均5.7回実施しており、また、入居
者アンケートにおいて、修繕のあった入居者
の87.7％が「思っていたとおりの対応時間」
以上の評価をしていることから、指定管理者
の自己評価と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・入居希望者や入居者への丁寧な対応や速や
かで適切な修繕の実施など、今後とも一層の
サービス向上と適切な施設・設備等の管理を
期待する。

R3

迅速かつ誠実な対応

R2

建物等の点検確認
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜令和３年度分＞（概要）

目標 実績 目標 実績

毎月2回
以上

月平均
3.4回

毎月2回
以上

月平均
3.2回

1時間
以内

緊急な修
繕要望等
に1時間以
内に対応

1時間
以内

緊急な修
繕要望等
に1時間以
内に対応

指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価

1
管理業務の
実施状況

Ａ Ａ Ａ Ａ

2
施設の利用
状況

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

3
成果目標及び
その実績

Ａ Ａ Ａ Ａ

評価項目
と内容

県の総括的な
評価

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、入居者アン
ケートにおいて、91.6％が「どちらかと言え
ば住みやすい」以上の評価をしており、指定
管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、令和3年度の入居
率が前年度に対して減少しているものの減少
幅が2.8％であったため、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、建物点検回
数を月平均3.4回実施しており、また、入居
者アンケートにおいて、修繕のあった入居者
の84.7％が「思っていたとおりの対応時間」
以上の評価をしていることから、指定管理者
の自己評価と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・入居希望者や入居者への丁寧な対応や速や
かで適切な修繕の実施など、今後とも一層の
サービス向上と適切な施設・設備等の管理を
期待する。

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、入居者アン
ケートにおいて、91.9％が「どちらかと言え
ば住みやすい」以上の評価をしており、指定
管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、令和3年度の入居
率が前年度より1.7％上昇しているため、指
定管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、建物点検回
数を月平均3.2回実施しており、また、入居
者アンケートにおいて、修繕のあった入居者
の87.9％が「思っていたとおりの対応時間」
以上の評価をしていることから、指定管理者
の自己評価と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・入居希望者や入居者への丁寧な対応や速や
かで適切な修繕の実施など、今後とも一層の
サービス向上と適切な施設・設備等の管理を
期待する。

R2 R3R2 R3

内容 内容

・県営住宅及び共同施設の管理に関する業務
（県営住宅の入居者の決定、使用料の決定等
を除く）
・県営住宅及び共同施設の施設・設備等の維
持、保守管理、修繕等に関する業務
・その他の業務

三重県南勢地区管理事業共同体　

成果目標
及び実績

建物等の点検確認 建物等の点検確認

迅速かつ誠実な対応 迅速かつ誠実な対応

施設の名称

業務の内容

指定管理者の
名称

三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
〈南勢ブロック〉

三重県営住宅〈東紀州ブロック〉

三重県南勢地区管理事業共同体　

・県営住宅及び県特定公共賃貸住宅並びに共
同施設の管理に関する業務（県営住宅等の入
居者の決定、使用料の決定等を除く）
・県営住宅等及び共同施設の施設・設備等の
維持、保守管理、修繕等に関する業務
・その他の業務
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（８）審議会等の審議状況について（令和 4年 6月 3日～令和 4年 9月 14日） 

 

（県土整備部） 

 

１ 審議会等の名称 三重県公共事業評価審査委員会 

２ 開催年月日 令和 4年 7月 15日 

３ 委員 委員長   岡 良浩 

副委員長 岡島 賢治 

委員   小野寺 一成 他４名 

４ 諮問事項 公共事業再評価実施事業 

 ・治山事業（東又谷） 

 ・林道事業（鶴ガ坂線） 

５ 調査審議結果 ・再評価実施事業について、事業の継続が了承された。 

６ 備考  

 

 

 

 

１ 審議会等の名称 三重県公共事業評価審査委員会 

２ 開催年月日 令和 4年 8月 19日 

３ 委員 副委員長 岡島 賢治 

委員   大野 研   他 4名 

４ 諮問事項 公共事業再評価実施事業 

 ・河川事業（一級河川 木津川） 

 ・河川事業（一級河川 五十鈴川） 

・河川事業（一級河川 桧尻川） 

・河川事業（一級河川 大内山川） 

５ 調査審議結果 ・再評価実施事業について、事業の継続が了承された。 

６ 備考  
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１ 審議会等の名称 三重県公共事業評価審査委員会 

２ 開催年月日 令和 4年 9月 9日 

３ 委員 委員長   岡 良浩 

副委員長 岡島 賢治 

委員   大野 研    他 4名 

４ 諮問事項 公共事業再評価実施事業 

 ・河川事業（二級河川 堀切川） 

 ・河川事業（二級河川 前川） 

・海岸事業（的矢港海岸（的矢地区）） 

公共事業事後評価実施事業 

・海岸事業（長島地区海岸） 

・海岸事業（磯津地区海岸） 

５ 調査審議結果 ・再評価実施事業について、事業の継続が了承された。 

・事後評価実施事業について、事業の評価結果の妥当性が 

認められた。 

６ 備考  
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１ 審議会等の名称 三重県営都市公園指定管理者選定委員会 

２ 開催年月日 令和 4年 7月 27日 

３ 委員 委員長   板谷 明美 

委 員   大西 研一 他 3名 

４ 諮問事項 選定の方法、審査基準及び配点について 

（４公園：北勢中央公園、亀山サンシャインパーク、 

大仏山公園、熊野灘臨海公園） 

５ 調査審議結果 諮問事項について、原案どおり答申された。 

６ 備考  

 

 

 

 

１ 審議会等の名称 三重県都市計画審議会 

２ 開催年月日 令和 4年 8月 2日 

３ 委員 会 長   松本 幸正 

委 員   仲林 真子 他 19名 

４ 諮問事項 産業廃棄物処理施設の敷地の位置について 

（鈴鹿市内 産業廃棄物処理施設） 

５ 調査審議結果 諮問事項について、原案どおり答申された。 

６ 備考  
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